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表紙の説明
Y の字の道路を中心に置き、自然と生活を結ぶ道路の役割を強調した。毎月ビルの色を変え季節感を出すこともこした。



開
凶
特
集
/
道
路
と
防
災
揆
較
狄
較
狄
較
は
閥
は
棗
※
K髪
K
虔
K
鵲

嚢
釜
で
嚢
悳
で
き
る
道
路
を
自
彊
す

遭
睡
の
防
災
対
策

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

一

近
年
に
お
け
る
自
然
災
害
に
よ
る
道

路
へ
の
影
響

我
が
国
の
国
土
は
地
震
、
豪
雨
、
豪
雪
、
急
峻
な

地
形
、
脆
弱
な
地
質
等
、
厳
し
い
自
然
環
境
下
に
あ

る
。最

近
で
は
、
平
成
七
年
一
月
の
阪
神
･
淡
路
大
震

災
を
は
じ
め
、
平
成
八
年
二
月
の
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
岩

盤
崩
落
、
平
成
九
年
八
月
の
第
二
白
糸
ト
ン
ネ
ル
岩

盤
崩
落
、
平
成
一
○
年
度
の
八
月
末
豪
雨
な
ど
の
災

害
が
多
く
発
生
し
て
い
る
。
今
年
度
に
お
い
て
も
六

月
末
の
梅
雨
前
線
の
影
響
で
広
島
や
福
岡
で
土
砂
災

害
や
地
下
街
水
没
災
害
が
あ
り
、
八
月
中
旬
に
も
関

東
地
方
で
豪
雨
に
よ
る
道
路
寸
断
に
よ
り
多
く
の
キ

ャ
ン
プ
客
が
孤
立
す
る
等
の
災
害
が
あ
っ
た
こ
と
は

記
憶
に
新
し
い
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
被
害
が
発
生
す
る
中
で
、
災

害
を
未
然
に
防
止
し
、
さ
ら
に
迅
速
な
復
旧
を
図
る

こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
特
に
国
民
の
生
活
を
支
え
る

道
路
の
防
災
対
策
を
積
極
的
に
推
進
す
る
も
の
で
あ

る

(図
1
)。

二

道
路
防
災
対
策
事
業
の
推
進

平
成
一
二
年
度
に
お
い
て
は
、

○

安
全
で
安
心
で
き
る
道
路
を
目
指
し
、
災
害

対
策
を
重
点
的
に
実
施
し
、
安
定
し
た
道
路
サ

ー
ビ
ス
の
確
保
の
実
施

②

道
路
の
防
災
対
策
と
し
て
地
域
と
の
連
携
の

強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等

を
活
用
し
た
災
害
情
報
の
提
供
の
実
施

策糸落
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を
主
な
テ
ー
マ
と
し
て
道
路
の
防
災
対
策
を
進
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

三

災
害
に
強
い
道
路
の
整
備

○

災
害
に
強
い
広
域
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

形
成

⑭

災
害
時
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
の
確
保

都
市
の
高
度
化
に
伴
い
、
水
道
、
ガ
ス
、
電
気
、

電
話
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た

め
、
道
路
地
下
空
間
を
活
用
し
共
同
溝
の
整
備
を
進

め
る
。

⑩

安
心
で
き
る
市
街
地
の
形
成

木
造
密
集
市
街
地
等
、
防
災
上
危
険
な
市
街
地
の

解
消
に
よ
る
安
心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発
事
業
を

進
め
る

(図
3
)。

　 　 　 　　　　　　　 　　　　　　　　

童ゞ蚕ミミミミ簸 が 蝋 情報の提供　　　　　　　　　　 　　　 　 　　　　　　　　 　　 　

トンネル坑口部や

注) 台数は、 災害発生前後の 1日当たり交通量の増減

図 2 平成10年 8月末豪雨災害時の広域交通の迂回状況
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除雪、気象情報収集等

等との連携による防災対策



図 4 治山事業と連携した対策のイメージ

四

防
災
･
震
災
対
策
の
重
点
的
な
実
施

に
よ
る
安
全
と
信
頼
性
の
確
保

○

道
路
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
防
災
･
震
災
対

策
の
推
進

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
代
替
性
や
高
度
医
療
機
関

へ
の
ア
ク
セ
ス
等
を
重
視
し
、
安
全
で
安
心
で
き
る

生
活
を
支
え
る
道
路
空
間
を
確
保
す
る
た
め
の
防

災
･
震
災
対
策
を
進
め
る
。

@

道
路
防
災
総
点
検
、岩
盤
斜
面
等
の
緊
急
調
査

を
受
け
た
防
災
対
策
を
進
め
る
と
と
も
に
、
林
野
庁

の
治
山
事
業
と
連
携
し
た
落
石
対
策
を
進
め
る

(図

4
)
0③

橋
梁
等
の
耐
震
補
強
の
推
進

阪
神
･
淡
路
大
震
災
等
の
災
害
の
経
験
を
踏
ま

え
、
緊
急
輸
送
道
路
上
の
橋
梁
等
を
中
心
に
耐
震
補

強
を
進
め
る
。

④

地
域
と
連
携
し
た
防
災
管
理
体
制
の
構
築

地
域
の
住
民
の
方
や
郵
便
配
達
な
ど
日
常
的
に
道

路
を
通
行
し
て
い
る
道
路
利
用
者
か
ら
情
報
収
集
す

る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
き
め
の
細
か
い
防
災
管
理
を

行
う
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
、
路

面
状
況
な
ど
道
路
管
理
の
情
報
化
を
図
り
、
地
域
と

連
携
し
た
防
災
管
理
体
制
を
構
築
す
る

(図
5
)。

五

冬
期
道
路
交
通
確
保
の
推
進

国
土
面
積
の
約
六
割
、
都
道
府
県
数
の
約
四
割
、

人
口
の
二
割
を
占
め
る
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
い

て
、
生
活
の
安
定
の
確
保
や
地
域
の
振
興
を
図
る
と

と
も
に
、
国
民
に
広
く
諸
活
動
の
場
を
提
供
す
る
た

め
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
冬
期
道
路
交
通

対
策
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
平
成
一
〇
年
度
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

新
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画

に
基
づ
き
除
雪
、
防
雪
、
凍
雪
書
防
止
及
び
除
雪
機

械
整
備
を
以
下
の
課
題
を
中
心
に
推
進
す
る
。

○

新
し
い
交
流
･
連
携
時
代
に
お
け
る
冬
期
モ
ビ

リ
テ
ィ
ー
の
確
保

広
域
的
な
交
流
機
能
を
維
持
し
、
社
会
活
動
の
安

定
を
図
る
た
め
、
拠
点
間
を
結
ぶ
主
要
な
広
域
幹
線

道
路
に
つ
い
て
、
除
雪
、
防
雪
事
業
を
重
点
的
に
推

進
す
る
。

⑭

安
全
な
歩
行
空
間
･
快
適
で
魅
力
あ
る
生
活
空

間
の
形
成

冬
期
の
交
通
支
障
箇
所
と
な
っ
て
い
る
凍
結
路
面

箇
所
等
に
お
い
て
消
雪
施
設
を
重
点
的
に
整
備
す
る

と
と
も
に
、
市
街
地
内
に
お
い
て
流
雪
溝
を
整
備
し
、

地
域
と
連
携
し
た
雪
処
理
を
進
め
る
。

ま
た
、
中
心
市
街
地
や
通
学
路
、
福
祉
施
設
周
辺

等
に
お
け
る
歩
行
空
間
の
確
保
を
図
る
た
め
、
除
雪
、

･′
/ 崩壊の恐れ

道路敷I山地

′‐′′‐′′′



ハザードマップ等の配付による
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図 5 地域と連携した防災管理体制のイメージ
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鰹
讓朧防災･応急･復旧対策の襄施

消
雪
施
設
の
整
備
を
行
う
。

さ
ら
に
、
市
町
村
で
策
定
す
る
、
雪
国
の
ま
ち
づ

く
り
や
イ
ベ
ン
ト
等
、
魅
力
と
活
力
あ
る
地
域
づ
く

り
の
計
画
を
支
え
る
雪
寒
事
業
を
推
進
す
る
。

な
お
、
老
朽
化
し
た
雪
寒
対
策
施
設
の
計
画
的
な

維
持
保
全
及
び
更
新
を
図
る
。

③

安
全
･
信
頼
性
を
支
え
る
冬
期
道
路
情
報
提
供

の
充
実
、
新
た
な
雪
寒
事
業
の
活
用

気
象
情
報
等
の
収
集
装
置
の
整
備
を
進
め
る
と
と

も
に
、
き
め
の
細
か
い
気
象
情
報
･
路
面
情
報
の
提

供
を
行
う
。
チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
で
は
道
の
駅
等
の
機

能
を
備
え
、
情
報
提
供
機
能
の
強
化
を
図
る
。

ま
た
、
除
雪
機
械
の
省
力
化
･
省
人
化
、
冬
期
の

安
全
な
走
行
を
支
援
す
る
技
術
等
の
新
た
な
雪
寒
技

術
を
積
極
的
に
活
用
し
、
よ
り
効
果
的
、
効
率
的
な

雪
寒
対
策
を
推
進
す
る
。

移動電字端末等に
よる情報収嫌、送慢



隣
凶
特
集
/
道
路
と
防
災
費
悦
狄
較
k
鵲
狄
較
k
淺
k
較
狄
錢
K
較
ル

攣
戚
㈱
一筆
寢
『道
路
防
災
週
間
』
に
つ
い
て

新
宅

清
人

~
平
成
一
一
年
八
月
三
一
日

(火
)

二

主

催

建
設
省
、
各
地
方
建
設
局
、
北
海
道
開
発
局
、
沖

縄
総
合
事
務
局
、
各
都
道
府
県
、
各
政
令
指
定
市
、

日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速

道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

三

実
施
内
容

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
、
豊

浜
ト
ン
ネ
ル
や
第
二
白
浜
ト
ン
ネ
ル
で
の
岩
盤
崩

落
、
各
地
の
災
害
等
の
教
訓
を
充
分
に
踏
ま
え
、
以

下
に
示
す
内
容
に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
た
。

の

道
路
防
災
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
･
講
演
会
の
開
催
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
、
新
聞
記
事
等
へ
の
話
題

我
が
国
土
は
、
地
震
、
豪
雨
、
豪
雪
、
急
峻
な
地

形
、
脆
弱
な
地
盤
と
い
っ
た
極
め
て
厳
し
い
自
然
条

件
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

六
、
四
〇
〇
人
も
の
犠
牲
者
を
出
し
た
阪
神
･
淡

路
大
震
災
、
五
万
ト
ン
も
の
岩
盤
が
ト
ン
ネ
ル
を
襲

っ
た
豊
浜
ト
ン
ネ
ル
岩
盤
崩
落
事
故
、ま
た
昨
年
、今

年
と
記
録
的
な
豪
雨
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
な

ど
、自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
巨
大
さ
と
我
々
の
社
会
を

支
え
る
シ
ス
テ
ム
が
い
か
に
自
然
の
強
大
な
力
に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
か
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

我
が
国
が
、
こ
れ
ら
の

｢脆
弱
な
国
土
｣
と
い
う

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
乗
り
越
え
、
豊
か
な
暮
ら
し

を
実
現
し
、
保
持
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
た
、
国
際

的
な
大
競
争
時
代
を
克
服
し
て
さ
ら
に
発
展
･
繁
栄

を
続
け
て
い
く
た
め
に
、
こ
の
国
土
の
有
効
利
用
と
、

適
正
管
理
を
実
現
す
る
社
会
資
本
の
整
備
を
進
め
る

必
要
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
地
域
住
民
の
生
命
線
と
し
て
暮

ら
し
を
守
り
、
地
域
と
地
域
の
つ
な
が
り
･
連
携
を

保
つ
、
安
心
･
安
全
な
信
頼
で
き
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
築
き
上
げ
、
ま
た
そ
の
サ
ー
ビ
ス
レ
ベ
ル
を

維
持
し
て
行
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

今
回
の

｢道
路
防
災
週
間
｣
に
お
い
て
は
、
｢災

害
に
強
い
道
づ
く
り
｣
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、

｢適
正
な
水
準
の
道
路
管
理
｣
｢国
民
も
含
め
た
危
機

管
理
｣
な
ど
と
い
う
道
路
を
利
用
す
る
方
々
の
視
点

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
実
施
さ
れ
た
。

一

期

間

平
成
一
一
年
八
月
二
五
日

(水
)



提
供
等
を
通
じ
、
以
下
の
内
容
に
よ
る
地
域
住

民
･
道
路
利
用
者
へ
の
防
災
知
識
･
防
災
意
識
の

普
及○

い
つ
で
も
安
心
し
て
利
用
で
き
る
安
全

性
･
信
頼
性
の
高
い
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

暮
ら
し
、
生
活
と
の
関
わ
り

○

我
が
国
は
災
害
が
多
発
し
や
す
い
厳
し
い

自
然
条
件
に
あ
り
、
そ
の
下
で
実
施
し
て
い

る
道
路
防
災
対
策
事
業
の
現
状

○

防
災
点
検
、
防
災
カ
ル
テ
な
ど
か
ら
な
る

道
路
防
災
管
理
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
構
築
に
対

す
る
取
り
組
み
状
況

○

災
害
時
に
地
域
住
民
一
人
一
人
が
災
害
に

対
し
て
役
割
と
責
任
を
持
っ
た
、
地
域
が
一

体
と
な
っ
た
防
災
体
制
の
必
要
性

○

特
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
道
路
審
議
会
建
議
及
び
新
た
な
道
路
整

備
五
箇
年
計
画
方
向
方
針
を
踏
ま
え
た
今
後

の
道
路
防
災
対
策

(写
真
1
･
2

･
3
)

②

道
路
管
理
者
に
よ
る
防
災
管
理
体
制
の
確
認

①

防
災
訓
練
の
実
施
に
よ
る
危
機
管
理
体
制
の

確
認
、
再
検
討

○

災
害
の
突
発
性
、偶
発
性
を
考
慮
し
、可
能

な
限
り
事
前
情
報
(時
間
、場
所
、被
災
内
容

等
)を
持
た
な
い
状
況
下
で
、地
震
に
よ
る
大
規

模
災
害
の
発
生
等
を
想
定
し
た
実
戦
的
な
情
報

伝
達
訓
練
、非
常
参
集
訓
練
の
実
施

○

同
様
に
、
被
災
情
報
等
の
収
集
･
伝
達
･写真4
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提
供
の
訓
練
、
緊
急
輸
送
道
路
、
迂
回
路
等

の
設
定
、
道
路
管
理
者
間
相
互
の
情
報
連

絡
･
支
援
活
動
等
の
相
互
連
携
体
制
を
考
慮

し
た
一
連
の
災
害
対
応
訓
練
の
実
施

○

地
震
計
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
、
映
像

情
報
収
集
機
器
等
の
防
災
情
報
機
器
･
シ
ス

テ
ム
を
活
用
し
た
情
報
収
集
、
応
急
復
旧
活

動
訓
練
の
実
施

(写
真
4
･
5
)

②

道
路
防
災
に
係
る
施
設
･
シ
ス
テ
ム
の
確
認

○

地
震
、
降
雨
、
降
雪
等
の
気
象
観
測
機
器

や
そ
れ
ら
情
報
の
収
集
･
伝
達
･
提
供
装
置 写真 5

等
の
機
器
に
つ
い
て
稼
働
の
点
検
を
実
施

し
、
操
作
方
法
を
確
認

(写
真
6
)

③

応
急
復
旧
体
制
の
確
認

○

復
旧
人
員
の
確
保
、
復
旧
資
機
材
の
備
蓄

状
況
の
確
認

(写
真
7
)

④

管
内
施
設
の
パ
ト
ロ
ー
ル
の
強
化

○

パ
ト
ロ
ー
ル
回
数
を
増
や
す
な
ど
管
内
施

設
の
巡
視
･
点
検
の
強
化

(写
真
8
)

(道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室
防
災
対
策
係
長
)



繃闇
特
集
/
道
路
と
防
災
臆
障
膀
峨開
聞
瞬
間
闘闘矧
爾剛
謝
瑁則
訓

翼
鼈
気
象
特
に
飜
け
る
道
路
嚢
週
縄
制

鰔　

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

一

異
常
気
象
時
通
行
規
制
の
法
的
根
拠

1

実
質
的
根
拠

道
路
管
理
者
の
行
う
通
行
の
禁
止
又
は
制
限

(以

下

｢通
行
規
制
｣
と
い
う
。)
は
、
公
共
用
物
た
る

道
路
の
管
理
を
行
う
道
路
管
理
者
の
有
す
る
特
殊
の

包
括
的
権
限
で
あ
る
道
路
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

道
路
管
理
権
と
は
、
構
学
上
道
路
管
理
者
が
道
路

の
管
理
主
体
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
、
一
般
交
通

の
用
に
供
す
る
と
い
う
道
路
本
来
の
目
的
を
達
成
せ

し
め
る
た
め
に
行
う
公
の
機
能
と
さ
れ
て
い
る
。
道

路
管
理
者
が
、
こ
の
道
路
管
理
権
に
基
づ
い
て
行
う

作
用
に
は
、
積
極
的
に
道
路
本
来
の
目
的
を
達
成
せ

し
め
る
た
め
に
、
道
路
の
形
態
を
と
と
の
え
、
こ
れ

は
じ
め
に

我
が
国
は
、
国
土
の
七
割
以
上
が
山
地
で
あ
り
、

地
震
や
火
山
に
よ
る
不
安
定
で
脆
弱
な
地
質
の
地
域

が
広
範
囲
に
分
布
し
て
お
り
、
ま
た
モ
ン
ス
ー
ン
気

候
帯
に
属
し
毎
年
の
よ
う
に
台
風
、
豪
雨
、
豪
雪
等

が
発
生
す
る
な
ど
厳
し
い
自
然
条
件
下
に
お
か
れ
て

お
り
、
道
路
を
取
り
ま
く
環
境
は
極
め
て
厳
し
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
あ
っ
て
も
、
完
全
に
安
全

で
円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
道
路
が

整
備
さ
れ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
望
ま
し
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
莫
大
な
経
費
と
非
常
に
高
度

な
技
術
を
必
要
と
し
、
実
際
上
困
難
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

従
っ
て
、
今
道
路
を
建
設
し
、
管
理
す
る
者
に
と

っ
て
、
こ
の
与
え
ら
れ
た
条
件
の
下
で
、
い
か
に
し

て
道
路
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
、
安
全
で
円

滑
な
道
路
交
通
を
確
保
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
道
路
の
建
設
･
管
理
を

通
じ
て
、
常
に
道
路
の
安
全
性
の
向
上
に
取
り
組
む

と
と
も
に
、
現
在
備
え
た
安
全
性
を
超
え
る
異
常
事

態
に
対
し
て
は
、
災
害
の
発
生
を
事
前
に
予
知
し
、

道
路
交
通
を
適
切
に
誘
導
、
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、

災
害
に
よ
る
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

以
下
、
こ
の
異
常
気
象
時
の
道
路
交
通
管
理
に
つ

い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
既
に
発

せ
ら
れ
た
関
係
通
達
の
紹
介
を
行
う
こ
と
と
す
る
。



を
良
好
な
状
態
に
維
持
、
管
理
す
る
等
の
作
用
と
、

道
路
法
第
四
十
六
条
第
一
項
第
一
号

消
極
的
に
道
路
本
来
の
目
的
に
対
す
る
障
害
を
防
止

道
路
管
理
･
は
、
浦

の
鼓

し
、
除
去
し
、
そ
の
他
種
々
の
規
制
を
す
る
作
用
が

あ
る
が
、
こ
の
後
者
の
作
用
が
道
路
管
理
者
が
行
い

得
る
通
行
規
制
の
措
置
で
あ
る
。

道
路
管
理
権
に
基
づ
く
通
行
規
制
の
行
使
に
当
た

っ
て
は
、
そ
れ
が
、
道
路
の
一
般
使
用
の
範
囲
を
定

め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
法
令
の
根
拠
を
必

要
と
し
、
違
法
又
は
不
当
な
行
為
が
許
さ
れ
な
い
こ

と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
不
適
切
な
通

行
規
制
の
行
使
が
、
道
路
を
一
般
交
通
の
用
に
供
す

る
と
い
う
道
路
管
理
本
来
の
目
的
と
の
不
調
和
を
招

か
な
い
よ
･2
汪
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
異
常
気
象
時
に
お
け
る
事
前
通
行

規
制
実
施
の
判
断
は
な
か
な
か
難
し
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
が
、
最
終
的
に
は
、
各
道
路
管
理
者
自
身
の

こ
れ
ら
の
通
行
規
制
権
限
に
対
す
る
正
し
い
認
識
と

こ
れ
に
基
づ
く
妥
当
な
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。

2

形
式
的
根
拠

道
路
法
第
四
十
二
条

道
路
管
理
者
は
、
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に

保
つ
よ
う
に
維
持
し
、
修
繕
し
、
も
っ
て
一
般
交

通
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
破
損
、
欠
壊
そ
の
他

の
事
由
に
因
り
交
通
が
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
道
路
の
構
造
を
保
全
し
、

又
は
交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
、
区
間
を
定

め
て
、
道
路
の
通
行
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

具
体
的
に
は
、
こ
の
二
つ
の
規
定
か
ら
、
道
路
管

理
者
は
、
あ
る
程
度
の
災
害
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に

耐
え
得
る
よ
う
な
道
路
の
建
設
、
維
持
、
修
繕
を
行

う
と
と
も
に
、
そ
れ
を
超
え
る
よ
う
な
異
常
な
場
合

に
は
、
通
行
規
制
を
行
う
こ
と
と
な
る
。

3

通
行
規
制
の
事
由

道
路
管
理
者
が
、
通
行
規
制
を
行
い
う
る
の
は
、

｢道
路
の
破
損
、
欠
壊
そ
の
他
の
事
由
に
困
り
交
通

が
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
｣
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
前
は
道
路
通
行
の
確
保
が
第

一
義
と
考
え
ら
れ
、
容
易
に
通
行
規
制
を
認
め
な
い

と
す
る
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
現
に

施
設
と
し
て
の
道
路
が
破
損
又
は
欠
壊
し
た
場
合
を

い
う
と
解
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
昭
和
四
三
年
八
月
に
、
豪
雨
の
た
め
土

砂
が
崩
れ
落
ち
、
国
道
に
停
車
中
の
観
光
バ
ス
が
飛

騨
川
に
押
し
流
さ
れ
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
飛

騨
川
バ
ス
転
落
事
故
が
発
生
す
る
に
至
っ
て
、
現
実

に
破
損
、欠
壊
等
の
事
実
が
発
生
し
て
い
な
く
て
も
、

道
路
の
周
辺
も
含
め
た
道
路
と
し
て
の
施
設
の
物
理

的
条
件
及
び
豪
雨
、
強
風
等
の
気
象
条
件
と
の
関
連

に
お
い
て
道
路
の
損
壊
、
落
石
等
異
常
事
態
の
発
生

が
予
見
さ
れ
る
場
合
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
長
期
降
雨
に
よ
り
道
路
が
軟
弱
に
な
っ
た

場
合
や
濃
霧
、
路
面
の
凍
結
等
に
よ
り
、
客
観
的
に

交
通
の
危
険
状
態
が
現
出
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
通
行
規
制
を
行
う
べ
き
と
解
さ
れ
る
。

二

事
前
通
行
規
制
の
考
え
方

異
常
気
象
時
に
お
け
る
通
行
規
制
に
つ
い
て
は
、

先
の
飛
騨
川
バ
ス
転
落
事
故
以
降
、
そ
の
重
要
性
に

鑑
み
、
そ
の
取
扱
い
の
統

一
と
強
化
を
図
る
た
め
、

｢異
常
気
象
時
に
お
け
る
道
路
通
行
規
制
に
つ
い
て
｣

(昭
和
四
四
年
四
月
一
日
道
政
発
第
一
六
号
道
路
局

長
か
ら
各
地
方
建
設
局
長
、
北
海
道
開
発
局
長
あ
て

通
達
)
に
よ
り
、
｢異
常
気
象
時
に
お
け
る
道
路
通

行
規
制
要
領
｣
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
(な
お
、
他

の
道
路
管
理
者
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
準
拠
し
て
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
同
日
付
道
政
発
第
一

六
号
の
二
道
路
局
長
か
ら
各
都
道
府
県
知
事
あ
て
通

達
)こ

こ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
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1

異
常
気
象
時
通
行
規
制
区
間
の
指
定

地
方
建
設
局
長

(北
海
道
開
発
局
長
を
含
む
。
以

下
同
じ
。)
は
、
指
定
区
間
内
の
一
般
国
道
、
道
の

区
域
内
の
一
般
国
道
、
建
設
大
臣
が
新
設
、
改
築
等

を
行
う
指
定
区
間
外
の
一
般
国
道
及
び
開
発
道
路
の

う
ち
、
道
路
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況

(道
路
の
構
造
、

地
形
、
地
質
、
過
去
の
被
害
の
程
度
、
路
線
と
し
て

の
重
要
性
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
か
ら
、
異
常

気
象
時
に
お
い
て
被
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
著
し

い
箇
所
を
含
む
相
当
の
区
間
を
異
常
気
象
時
通
行
規

制
区
間

(以
下

｢規
制
区
間
｣
と
い
う
。)
と
し
て

指
定
し
、
道
路
局
長
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
異
常
気
象
時
の
み
な
ら
ず
、
地
す
べ
り
、

落
石
等
に
よ
り
、
通
行
者
に
危
険
を
お
よ
ぼ
す
お
そ

れ
の
あ
る
場
合
も
随
時
、
事
前
に
通
行
規
制
を
行
う

必
要
が
あ
る
た
め
、
｢危
険
個
所
並
び
に
異
常
気
象

時
に
お
け
る
道
路
通
行
規
制
の
検
討
に
つ
い
て
｣

(昭
和
四
五
年
一
〇
月
九
日
道

一
発
第
三
七
号
道
路

局
国
道
第
一
課
長
か
ら
各
地
方
建
設
局
道
路
部
長
、

北
海
道
開
発
局
道
路
維
持
課
長
あ
て
通
達
)
及
び

｢通
行
規
制
区
間
及
び
道
路
通
行
規
制
基
準
の
報
告

に
つ
い
て
｣
(昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日
道
交
発
第

一
一
号
建
設
省
道
路
局
路
政
課
、
道
路
交
通
管
理
室

長
か
ら
都
道
府
県
、
指
定
市
、
担
当
部
長
あ
て
通
達
)

に
よ
り
、
危
険
箇
所
と
異
常
気
象
の
状
況
に
よ
り
、

規
制
区
間
を
次
の
よ
う
に

｢通
行
規
制
区
間
｣
と

｢特
殊
通
行
規
制
区
間
｣
と
に
分
類
し
て
い
る
。

2

通
行
規
制
基
準
の
作
成

①

｢通
行
規
制
区
間
｣
は
過
去
の
記
録
に
よ
り

規
制
区
間
に
つ
い
て
規
制

危
険
箇
所
の
事
故
発
生
と
異
常
気
象
と
の
間
に

相
関
関
係
が
あ
る
場
合
で
、
異
常
気
象
に
よ
る

通
行
規
制
の
基
準
値
を
定
め
て
、
こ
れ
に
よ
り

事
前
通
行
規
制
を
実
施
す
る
区
間
。

②

｢特
殊
通
行
規
制
区
間
｣
は
、
危
険
箇
所
の

事
故
発
生
と
異
常
気
象
と
の
間
に
相
関
関
係
が

見
ら
れ
な
い
場
合
で
、
パ
ト
ロ
ー
ル
等
に
よ
り
、

気
象
、
現
地
の
状
況
等
に
よ
り
判
断
し
て
危
険

が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
事
前
通
行
規
制
を
実
施

す
る
区
間
。

ま
た
、
四
五
年
通
達
で
は
、
次
の
事
項
へ
の
配
慮

を
定
め
て
い
る
。

①

規
制
区
間
の
起
終
点
は
出
来
る
だ
け
危
険
箇

所
の
近
く
と
す
る
。

②

規
制
区
間
の
起
終
点
は
規
制
措
置
が
迅
速
に

取
れ
る
場
所

(概
ね
三
〇
分
)
と
す
る
。

③

規
制
区
間
の
起
終
点
は
近
く
に
駐
車
場
等
の

広
場
が
あ
る
か
又
は
自
動
車
の
折
返
し
可
能
な

場
所
と
す
る
。

④

危
険
箇
所
が
長
い
区
間
に
点
在
す
る
場
合
、

山
間
部
で
部
落
等
が
な
い
場
合
は
一
区
間
と
し

て
規
制
し
て
よ
い
が
、
途
中
に
部
落
、
交
差
道

路
が
あ
る
場
合
に
は
過
度
の
規
制
と
な
ら
な
い

よ
う
十
分
検
討
す
る
こ
と
o

規
制
区
間
に
つ
い
て
規
制
基
準
を
作
成
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
要
領
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

地
方
建
設
局
長
は
、
関
係
警
視
庁
及
び
道
府

県
警
察
本
部
並
び
に
都
道
府
県
道
路
担
当
部
局

の
意
見
を
き
い
て
、
規
制
区
間
に
係
る
道
路
通

行
規
制
基
準
を
作
成
し
、
道
路
局
長
の
承
認
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

②

道
路
通
行
規
制
基
準
は
、
規
制
区
間
毎
に
、

道
路
及
び
そ
の
周
辺
の
状
況
並
び
に
気
象
の
状

況

(降
雨
量
、
積
雪
、
風
速
、
震
度
等
を
い
う
。)

を
基
準
と
し
て
、
異
常
気
象
時
に
お
い
て
、
未

然
に
事
故
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
定

め
る
も
の
と
す
る
。

③

道
路
通
行
規
制
基
準
に
お
け
る
道
路
通
行
規

制
の
種
類
は
、
通
行
止
め
、
車
両
通
行
止
め
そ

の
他
の
道
路
管
理
者
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
通

行
止
め
及
び
通
行
注
意

(異
常
気
象
に
よ
り
危

険
が
あ
る
た
め
道
路
の
通
行
上
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。)
と
す
る
。

三

通
行
規
制
の
方
法

道
路
管
理
者
は
、
通
行
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い

て
は
、
禁
止
又
は
制
限
の
対
象
、
区
間
、
期
間
及
び

理
由
を
明
瞭
に
記
載
し
た
道
路
標
識
を
設
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、
道
路
管
理
者
は
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
適
当
な
ま
わ
り
道
を
道
路

標
識
を
も
っ
て
明
示
し
、
一
般
の
交
通
の
支
障
と
な

ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(道
路
法

第
四
十
七
条
の
四
)

1

規
制
の
内
容

禁
止
又
は
制
限
の
内
容
に
つ
い
て
は
特
段
の
定
め

は
な
い
が
、
標
識
令
の
定
め
か
ら
見
て
、
通
行
止
め
、

車
両
通
行
止
め
、
車
両
進
入
禁
止
、
二
輪
の
自
動
車

以
外
の
自
動
車
通
行
止
め
、指
定
方
向
外
進
行
禁
止
、

重
量
制
限
、
高
さ
制
限
、
最
大
幅
、
一
方
通
行
、
徐

行
等
の
規
制
を
道
路
の
状
況
に
応
じ
、
適
宜
実
施
す

る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
点
を
付
言
す
れ
ば
、

当
該
規
制
の
目
的
か
ら
し
て
も
、
速
度
制
限
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る

(昭
和
二
九
年
三
一月
二
〇
日
道
茨

発
第
三
二
号
茨
城
県
土
木
部
長
あ
て
道
路
局
路
政
課

長
あ
て
回
答
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
標
識
に
つ

い
て
の
定
め
で
あ
る

｢道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道

路
標
示
に
関
す
る
命
令
｣
(昭
和
三
五
年
総
理
府
･

建
設
省
令

第
三
号
)
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
者

に
速
度
制
限
の
道
路
標
識
の
設
置
権
限
が
な
く
、
当

該
規
制
の
実
施
に
あ
た
っ
て
問
題
が
残
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
項
に
基
づ
き
道
路
標
識
に
よ
っ
て
行
う

通
行
規
制
に
違
反
し
た
者
及
び
道
路
監
理
員
の
措
置

命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
一

〇
万
円
以
下
の
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
。

2

バ
リ
ケ
ー
ド
の
設
置

通
行
規
制
に
関
し
、
条
文
上
は
バ
リ
ケ
ー
ド
の
設

置
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
昭
和
四
三
年
六
月

の
道
路
局
路
政
課
長
か
ら
福
島
県
土
木
部
長
あ
て
回

答
の
な
か
で
、
橋
梁
の
決
壊
流
失
に
関
し
、
道
路
標

識
以
外
の
工
作
物

(道
路
等
の
破
損
、
決
壊
場
所
の

防
護
柵
、
赤
色
灯
)
等
は
道
路
法
施
行
令
第
十
五
条

(工
事
実
施
の
方
法
)
に
規
定
す
る
場
合
と
は
異
な

り
、
道
路
管
理
者
と
し
て
必
要
に
応
じ
任
意
設
置
す

る
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
。｣
と
の
質
問
に
対
し
、

｢設
問
の
如
く
台
風
、
災
害
に
よ
り
橋
梁
の
一
部
が

決
壊
、
流
失
し
供
用
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
て
は
必

置
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
。｣
と
回
答
し
、
そ
の
理

由
と
し
て
、
｢法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
管
理
者
は
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う

維
持
し
、
修
繕
し
、
も
っ
て
一
般
交
通
に
支
障
を
及

ぼ
さ
な
い
よ
う
努
め
る
義
務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

万
一
災
害
等
に
よ
り
交
通
危
険
な
箇
所
が
生
じ
た
場

合
は
、
い
ち
早
く
交
通
上
の
措
置
を
と
る
と
共
に
早

急
に
復
旧
を
は
か
る
義
務
が
あ
る
。
!
!
設
問
の
如

き
交
通
上
極
め
て
危
険
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、
一
般

工
事
箇
所
に
準
じ
交
通
安
全
上
万
全
の
措
置
を
と
る

こ
と
は
道
路
管
理
者
の
義
務
と
解
さ
れ
る
。｣
と
し

て
い
る
。

3

道
路
監
理
員
制
度

以
上
の
通
行
規
制
は
道
路
管
理
者
が
行
う
も
の
で

あ
る
が
、
道
路
監
理
員
も
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
、
た
と
え
ば
、
突
発
的
に
起
き
た
災
害
等
に
対
処

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
一
時
的

に
通
行
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
(道
路
法
第

七
十
一
条
第
四
項
)
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
道
路

管
理
者
の
指
示
を
受
け
て
道
路
標
識
を
設
置
す
る
い

と
ま
が
な
い
か
、
危
険
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
と
き

で
あ
る
の
で
、
道
路
監
理
員
は
、
自
ら
の
判
断
と
責

任
に
お
い
て
緊
急
に
通
行
規
制
を
行
う
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
道
路
監
理
員
に
現

場
で
の
応
急
措
置
権
を
認
め
た
も
の
で
、
あ
く
ま
で
、

緊
急
一
時
的
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。
長
期
に
わ
た
る

通
行
規
制
又
は
事
前
に
予
見
さ
れ
る
通
行
規
制
は
道

路
管
理
者
が
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

四

異
常
気
象
時
に
お
け
る
安
全
性
の
確
保

道
路
交
通
管
理
は
、
安
全
円
滑
な
道
路
交
通
の
確

保
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
異

常
気
象
時
に
お
い
て
、
安
全
の
た
め
通
行
規
制
を
行

う
場
合
で
も
、
円
滑
な
交
通
が
可
能
な
限
り
確
保
さ

れ
る
よ
う
次
の
事
項
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

○
迂
回
路
の
確
保

異
常
気
象
に
よ
り
通
行
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い

て
も
、
安
全
な
迂
回
路
へ
交
通
を
誘
導
し
、
円
滑
な
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す
る
事
態
が
予
想
さ
れ
る
旨
の
通
報
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
警
戒
体
制
に
入
る
も
の
と
し
、
そ

の
後
の
状
況
に
応
じ
て
道
路
局
長
の
指
示
に
よ

り
緊
急
体
制
に
入
る
も
の
と
す
る
。

②

本
省
に
建
設
省
防
災
業
務
計
画
に
基
づ
く
非

常
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
は
、

前
記
の
体
制
は
、
こ
れ
に
統
合
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

情
報
の
連
絡
方
法
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
定
め

ら
れ
て
い
る
。

の
各
道
路
管
理
者
は
、
警
戒
体
制
又
は
緊
急
体

制
に
入
っ
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
本
省

(道

路
交
通
管
理
課
)
に
通
報
す
る
も
の
と
す
る
。

但
し
、
地
方
道
路
公
社
及
び
市
町
村
に
あ
っ
て

は
、都
道
府
県
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

②
各
道
路
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
場
合
に
遅
滞
な
く
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

①

異
常
気
象
時
に
よ
り
事
前
通
行
規
制
を
行

っ
た
場
合

②

異
常
気
象
等
の
た
め
災
害
が
発
生
し
た
こ

と
に
よ
り
通
行
規
制
を
行
っ
た
場
合

③

報
告
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

④

通
行
規
制
を
解
除
し
た
場
合

⑤

そ
の
他
連
絡
を
必
要
と
す
る
事
態
が
発
生

し
た
場
合

な
お
、
豪
雪
災
害
時
に
お
け
る
情
報
連
絡
に
つ
い

て
は
、
｢豪
雪
災
害
時
に
お
け
る
道
路
交
通
確
保
の

た
め
の
緊
急
措
置
要
領
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
一
年

一
二
月
二
七
日
建
設
省
道
企
発
第
七
〇
号
建
設
省
道

路
局
長
か
ら
北
海
道
開
発
局
長
、
関
係
地
方
建
設
局

長
、
関
係
都
道
府
県
知
事
、
札
幌
市
長
あ
て
通
達
)

に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
平
時
よ
り
、
気
象
庁
、
警
察
、
消
防
等
の
関

係
機
関
と
緊
密
な
連
絡
体
制
を
整
備
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
が
、
特
に
警
察
と
は
協
力
体
制
を
整
え
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
(道
路
法
第
九
十
五
条
の
二
、
道

路
交
通
法
第
百
十
条
の
二
参
照
)

お
わ
り
に

異
常
気
象
時
に
お
い
て
道
路
管
理
者
が
行
う
事
前

予
防
的
な
通
行
規
制
は
、
昭
和
四
三
年
の
飛
騨
川
バ

ス
転
落
事
故
以
来
改
め
て
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
今
ま
で
に
、
規
制
実
施
に
あ
た
っ

て
の
基
準
、
手
法
、
体
制
等
が
漸
次
整
備
さ
れ
て
き

た
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
の
運
用
に
お
け
る
規
制
実

施
の
判
断
は
容
易
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
規
制

が
、
道
路
利
用
者
の
安
全
と
一
般
交
通
の
用
に
供
さ

れ
る
と
い
う
道
路
目
的
と
の
調
和
、
換
言
す
れ
ば
両

者
の
接
点
を
い
か
に
調
整
す
る
か
と
い
う
問
題
を
内

包
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
今
後
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
決
し
て
安
易
に
通
行
止
等
の
規
制
を
行
う
べ

き
で
は
な
い
も
の
の
、
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

利
用
者
の
被
る
不
利
益
を
少
し
で
も
解
消
す
る
べ

く
、
適
時
、
適
切
な
情
報
等
を
提
供
し
迂
回
路
等
へ

の
誘
導
を
積
極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
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一

国
と
地
方
の
適
切
な
役
割
分
担
に
よ

る
効
率
の
よ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

道
路
は
、
国
民
生
活
や
社
会
経
済
活
動
を
支
え
る

最
も
基
礎
的
な
社
会
資
本
で
あ
り
、
災
害
の
多
い
我

が
国
に
お
い
て
は
,

社
会
の
安
全
･
安
定
に
果
た
す

道
路
の
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。

特
に
、
道
路
は
高
速
自
動
車
国
道
、
一
般
国
道

(直
轄
国
道
･
指
定
区
間
外
国
道
)、
地
方
道

(都
道

府
県
道

･
市
町
村
道
)
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
緊
密
に
連
絡
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形

成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
機
能
が
発
揮

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
国
土
構
造
の
骨
格
を
形
成
す
る
高
速
自

動
車
国
道
や
こ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
全
国
的
な
幹
線

%

~%"

鰄
廟

高速自動車国造 鮒0.5%)

都道府県道 筋朧9%)

･市 町村道駒鋭9%)
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道
路
網
を
形
成
す
る
一
般
国
道
か
ら
日
常
生
活
の
基

盤
と
し
て
の
地
方
道
に
至
る
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
、
国
土
･
地
域
･
都
市
の
各
々
の
レ
ベ
ル
に
お

け
る
機
能
を
総
合
的
に
勘
案
し
つ
つ
、
国
･
地
方
の

適
切
な
役
割
分
担
と
相
互
の
密
接
な
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
計
画
的
･
効
率
的
に
管
理
･
整
備
す
る
必
要

が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
き
め
細
か
な
日
常
の
道
路
管
理
の
実

施
、災
害
等
の
非
常
時
に
お
け
る
適
切
な
対
応
に
よ

り
、バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機

能
の
発
揮
･
維
持
に
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
も
、
国
が
直
接

管
理
す
る
国
道

(直
轄
国
道
)
は
全
道
路
延
長
の
約

二
%
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
役
割
に
お
い
て
は
、
約

一
九
%
の
交
通
を
分
担
す
る
と
と
も
に
、
日
本
経
済

を
支
え
る
物
資
の
輸
送
で
は
、
高
速
自
動
車
国
道
と

一
体
と
な
っ
て
大
型
車
交
通
の
約
四
七
%
を
分
担

し
、
交
通
や
物
流
機
能
の
大
半
を
担
っ
て
い
る
。
ま

た
、
道
路
交
通
の
広
域
化
や
車
両
の
大
型
化
が
進
む

中
で
、
直
轄
国
道
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
る
。

こ
の
た
め
、
国
は
、
全
国
的
な
政
策
及
び
計
画
の

企
画
立
案
、
技
術
基
準
の
作
成
、
地
方
公
共
団
体
に

対
す
る
助
言
等
を
行
う
と
と
も
に
、
全
国
的
な
幹
線

道
路
網
の
中
枢
･
根
幹
部
分
を
直
轄
整
備
･
管
理
す

る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
の
良
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

に
努
め
る
。

二

道
路
の
管
理
の
充
実

日
本
の
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
大
部
分
は
、
戦
後
五
〇

年
間
に
本
格
的
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
車
両
の

大
型
化
や
交
通
量
の
増
大
も
あ
り
、
今
後
急
速
に
こ

れ
ら
の
老
朽
化
が
進
展
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
現
状
で
は
高
規
格
幹
線
道
路
の
計
画
延

長
一
四
、
○
○
0
皿
の
う
ち
、
約
七
、
0
0
0
如
が
供

用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
な
ど
、
欧
米
先
進
国
と

同
水
準
の
道
路
を
保
有
す
る
に
は
、
今
後
更
に
道
路

整
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
う
え
、
国
民
の
求
め
る

サ
ー
ビ
ス
も
多
様
化
･
高
度
化
し
て
い
る
。

国
民
生
活
や
社
会
経
済
活
動
を
支
え
る
道
路
の
、

安
全
で
円
滑
か
つ
快
適
な
交
通
の
確
保
と
、
多
様
な

道
路
機
能
の
向
上
に
資
す
る
維
持
管
理
の
充
実
を
図

る
。

1

道
路
ス
ト
ッ
ク
の
計
画
的
な
維
持
管
理
の
推
進

J
R
山
陽
新
幹
線
の
福
岡
ト
ン
ネ
ル
内
覆
工
コ
ン

ク
リ
ー
ト
剥
離
事
故
や
、
そ
の
他
構
造
物
か
ら
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
片
落
下
事
故
等
を
踏
ま
え
、
道
路
構
造

物
等
の
破
損
に
よ
る
事
故
防
止
を
図
る
た
め
の
、
点

検
･
管
理
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
橋
梁
等
の
老
朽

化
し
た
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
急
増
に
対
処
し
、
ス
ト
ッ

ク
を
健
全
に
維
持
し
次
世
代
に
良
好
な
状
態
で
引
き

　　　

　

　

　
　

　

　

　
　

　
　

住

箋巽

!
z

の
ロ
ム

し

'

!リ

ーあ

アメリカの
アダプトロード
プログラムを示す
看板の例

図 2 道路の維持管理の主要施設
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継
ぐ
こ
と
に
努
め
る
。
こ
の
た
め
、
計
画
的
な
補
修

を
進
め
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト
を
考
慮
し
た
維

持
管
理
を
推
進
す
る
。

2

道
路
管
理
の
高
度
化
･
効
率
化

①

管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
や
G
P
S
、
I
T
V

等
の
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
監
視
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
。
防
災
対
策
を
要
す
る
箇
所
で
、

抜
本
対
策
が
で
き
な
い
場
所
や
バ
イ
パ
ス
等
の

抜
本
対
策
に
期
間
を
要
す
る
箇
所
、
長
大
橋
梁

で
頻
繁
に
点
検
で
き
な
い
箇
所
な
ど
に
お
い

て
、監
視
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、

変
状
等
が
生
じ
た
場
合
に
即
時
に
対
応
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
。

②

ま
た
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
非
破
壊
試
験
の
導

入
な
ど
科
学
的
な
維
持
管
理
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
車
両
計
測
装
置
等
を
活
用
し
た
車
両
制

限
令
違
反
車
の
指
導
･
取
締
り
の
効
率
化
を
進

め
る
。

③

道
路
占
用
許
可
申
請

(公
益
事
業
者
等
の
申

請
)
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

･
情
報
処

理
シ
ス
テ
ム
等
を
利
用
し
た
手
続
き
の
電
子
化

シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
直
轄
国
道
を
重
点
に
全

国
へ
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
申
請
者
の
負
担

を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
管
理
の
手
続
き
を
円

滑
化
し
、
道
路
管
理
行
政
全
般
の
合
理
化
･
高

度
化
を
可
能
と
す
る
。

3

住
民
参
加
･
連
携
に
よ
る
道
路
管
理

地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
道
づ
く
り
を
進
め
る
た
め

に
、
地
域
に
密
着
し
た
道
路
の
清
掃
や
植
樹
管
理
等

に
つ
い
て
支
援
を
行
う
な
ど
、
積
極
的
に
住
民
の
参

加
.
連
携
を
図
る
o

こ
の
た
め
、
ア
ダ
プ
ト

･
ロ
ー
ド

･
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
し
て
、
地
域
住
民
団
体
等
の

｢里
親
｣
が
道
路
管

理
者
と
協
定
し
、
道
路
の
植
樹
帯
等
の
美
化
活
動
な

ど
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
推
進
す
る
。

道行セ 99,12
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図 3 道路ストックの推移と老朽化の進展
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九
九
人
"
豪
雨
が
も
た
ら
し
た
ツ
メ
跡

㈹
三丁･

道

恒
石

正
男

たかす
25日 ･高知市高須を望む (高知県警提供)

一

は
じ
め
に

平
成
一
〇
年
の
四
国
地
方
は
、
太
平
洋
に
面
し
た

箇
所
で
度
重
な
る
局
地
的
な
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ

れ
、
四
月
の
低
気
圧
に
よ
る
豪
雨
災
害
に
始
ま
り
、

九
月
の
高
知
豪
雨
災
害
、
さ
ら
に
は
台
風
齢
号

〈
一

〇
月
一
八
日
)
が
被
災
箇
所
を
襲
う
と
い
っ
た
、
豪

雨
に
よ
る
災
害
の
非
常
に
多
い
年
で
あ
っ
た
。

特
に
、
平
成
一
〇
年
九
月
二
四
日
か
ら
二
五
日
に

か
け
て
高
知
県
中
央
部
を
襲
っ
た
集
中
豪
雨

(以
下

｢九
月
豪
雨
｣
と
い
う
。)
は
、
か
つ
て
経
験
の
な
い

ほ
ど
凄
ま
じ
い
豪
雨
と
な
り
、
高
知
市
内
を
は
じ
め

県
中
央
部
に
大
き
な
ツ
メ
跡
を
残
し
た
。

高
知
市
内
で
は
、
至
る
所
で
冠
水
や
土
砂
災
害
が

発
生
し
、
交
通
が
途
絶
え
被
災
を
受
け
た
方
々
の
救

25日 .高知市製凝付近を望む (高知県警提供)

98年 9 月24日から25日未明まで降り続いた激しい雨により

高知市内、 特に高知市東部一帯が水浸しとなった。



助
も
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

直
轄
国
道
で
は
、
一
般
国
道
三
二
号
高
知
県
長
岡

と
で
の

郡
大
豊
町
戸
手
野
で
土
砂
崩
壊
、
同
じ
く
高
知
県
南

さ
い
た
に

国
市
才
谷
に
お
い
て
は
道
路
が
流
失
す
る
災
害
が
発

25日 .高知市嶽鷲付近を望む (高知県警提供)

,バー
{

』
‘"騒

ぎ
‘

生
し
た
。
さ
ら
に
は
、
一
般
国
道
五
六
号
高
知
県
吾

川
郡
春
野
町
弘
岡
で
は
民
家
裏
側
よ
り
の
土
砂
崩
壊

に
よ
り
、
住
宅
兼
店
舗
が
国
道
上
に
押
し
流
さ
れ
家

屋
及
び
陳
列
車
両
が
土
砂
と
と
も
に
国
道
を
ふ
さ

ぎ
、
家
屋
と
と
も
に
流
さ
れ
た
親
子
二
人
が
救
出
を

求
め
る
と
い
う
災
害
が
発
生
し
た
。

直
轄
管
理
区
間
で
は

｢九
月
豪
雨
｣
に
よ
る
人
的

被
害
は
発
生
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
水
害
に
よ
り
数

名
の
方
々
の
尊
い
命
が
犠
牲
と
な
っ
た
こ
と
に
衷
心

よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
。

ま
た
、
｢九
月
豪
雨
｣
に
よ
る
災
害
の
応
急
復
旧

等
に
当
た
り
、
近
畿
地
方
建
設
局
及
び
中
国
地
方
建

設
局
の
他
、
多
く
の
事
務
所
な
ど
か
ら
災
害
対
策
用

機
械
の
支
援
や
人
的
支
援
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
、

本
誌
を
お
借
り
し
て
改
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
無
事
平
成
一
〇
年
一
〇
月

七
日
を
も
っ
て
応
急
復
旧
が
完
了
し
た
こ
と
を
報
告

し
た
い
。

22 道々テセ 99.12

25日 .高知市芥良付近から南国市を望む (高知県警提供)

24日から25日未明まで降り続いた激しい雨により高

知市内の山間部で土石流が発生し、 住宅 3戸の I階

部分が土砂で埋め尽くされた
はらみにしまち

25日 ･高知市孕西町(高知県警提供)



二

豪
雨
に
至
っ
た
気
象
の
概
要

①

豪
雨
の
発
生
過
程

九
月

一
七
日
に
台
風
7
号
が
西
日
本
を
通

過
、
そ
れ
に
伴
い
前
線
が
形
成
さ
れ
た
。
二
三

日
か
ら
の
日
本
南
東
海
上
の
亜
熱
帯
高
気
圧
が

強
ま
る
と
と
も
に
前
線
の
北
上
の
影
響
に
よ

り
、
二
四
日
か
ら
四
国
地
方

(前
線
の
南
側
)

で
は
高
気
圧
の
緑
を
回
る
暖
湿
流
と
、
中
下
層

の
南
西
風
が
収
束
し
、
足
摺
岬
や
窪
川
付
近
で

発
生
し
た
雨
雲
が
急
速
に
発
達
し
な
が
ら
縄
状

日

日

m

江

1
迄

高

　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

総
G

軍

図 l 高知県内の総降水量と24時間降水量
(高知地方気象台データより)9 月23日 ~ 25日

の
エ
コ
ー
と
な
っ
て
高
知
市
量
南
国
市
扇
土
佐

山
田
町
を
結
ぶ
地
域
に
次
々
と
来
襲
し
た
。
こ

れ
に
風
や
地
形
の
影
響
も
加
わ
っ
て

｢特
筆
す

べ
き
集
中
豪
雨
｣
と
な
っ
た
。

②

豪
雨
の
概
要

高
知
県
中
部
の
高
知
市
･
南
国
市
･
香
美
郡図 2 高知県のアメダス降水量分布図 (高知地方気象台データょり)

9 月 24 日 22 時

節腕語発穰濕撚日23時
塩 崎 . 温

時

′
9
汕

　　

　　
　

　

　
　　

　

　

　
　
　
　

　
　
　

　

2

川
蜆

単位 : m m

土
佐
山
田
町
を
結
ぶ
地
域
で
は
豪
雨
が
集
中

し
、
特
に
九
月
二
四
日
一
七
時
以
降
は
、
高
岡

郡
窪
川
町
付
近
で
発
生
し
た
雨
雲
が
急
速
に
発

達
し
な
が
ら
北
東
に
進
み
、
九
月
二
四
日
二
一

時
か
ら
二
五
日
四
時
に
か
け
て
は
、
一
時
間
に

五
〇
脚
を
超
す
激
し
い
雨
が
続
き
高
知
中
央
部

に
豪
雨
を
降
ら
し
た
。
こ
の
た
め
高
知
市
、
南

国
市
で
は
一
時
間
に
七
〇
期
を
超
す
激
し
い
雨

が
四
時
間
連
続
し
た
。

今
回
の
豪
雨
に
よ
る
三
時
間
の
降
水
量
は
、

高
知
市
で
二
人
四
噸
(二
四
日
二
四
時
ま
で
)、

香
美
郡
土
佐
山
田
町
繁
藤
で
二
四
七
皿
(二
五

日
一
時
ま
で
)
で
あ
り
、
特
に
高
知
市
で
は
二

五
日
一
時
ま
で
の
四
時
間
に
三
六
二
皿
と
い
う

記
録
的
な
集
中
豪
雨
と
な
っ
た
。
ま
た
、
家
屋

浸
水
な
ど
被
害
の
最
も
大
き
か
っ
た
高
知
市

は
、
最
大
二
四
時
間
八
六
一
鬮
の
豪
雨
で
あ
り
、

年
間
平
均
降
雨
量
が
二
、
六
〇
〇
皿
程
度
で
あ

る
こ
と
か
ら
年
間
の
三
分
の
一
の
雨
が
一
日
で

降

っ
た
こ
と
に
な
る

(図
1

･
2
)
。

③

地
域
別
の
雨
量

建
設
省
設
置
の
テ
レ
メ
ー
タ
の
デ
ー
タ
に
よ

る
と
、
太
平
洋
側
、
山
間
部
、
瀬
戸
内
側
の
三

地
域
に
お
け
る
過
去
五
年
間
の
降
水
量
と
の
比

較
を
し
て
み
る
と
、
太
平
洋
側
で
は
、
八
月
を

除
く
四
月
…
一
〇
月
ま
で
の
降
水
量
は
、
過
去
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制区間⑪ ( )は延べ通行止め回数、延べ時間
(2回、32時間5分)

!0 0 10 20 30 初 め

図 5 平成10年度の四国の被災状況及び事前通行規制状況

凡 例

-- 一般国道(直轄管理)

一
“-…毎管理)

一の 災害箇所
[ ] 事前通行規制区間
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(2回、26時間

五
年
間
の
降
水
量
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い

く
〉

る
。
山
間
部
で
は
、
七
月
と
八
月
の
降
水
量
が

2

少
な
い
も
の
の
、
太
平
洋
側
と
傾
向
が
ほ
ぼ
同

12

じ
で
あ
る

(図
3

･
4
)
。

微

三

被
災
状
況
及
び
通
行
規
制
状
況

道

①

平
成
一
○
年
度
に
お
け
る
直
轄
国
道
で
の
災

害
発
生
箇
所
及
び
通
行
規
制
状
況
は
、
災
害
発

生
箇
所
で
八
箇
所
、
事
前
通
行
規
制
区
間
で
八

箇
所
一
九
回
に
及
ん
だ

(図
5
)。

②

大
豊
町
戸
手
野
の
被
災
の
状
況

(写
真
1
)

当
災
害
箇
所
は
、
降
雨
に
よ
る
事
前
通
行
規

崩壊地全景

壺趨



制
区
間
内
で
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
降
雨

道

路

名
…
一
般
国
道
三
二
号

状
況
で
述
べ
た
よ
う
に
記
録
的
な
降
雨
で
あ
っ

災
害
箇
所
二
局
知
県
長
岡
郡
大

た
こ
と
よ
り
、
降
雨
の
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
て
も
現

地
の
安
全
確
認
が
で
き
な
い
た
め
規
制
解
除
を

見
合
わ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
降
雨
が
お
さ
ま
っ

て
八
時
間
程
度
過
ぎ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

写真 1 - 2 仮復旧全景

災
害
箇
所
二
局
知
県
長
岡
郡
大
豊
町
戸
手
野

崩
壊
規
模
“
道
路
延
長
六
0
m

垂
直
高
さ

九
○
m

崩
壊
土
量
二
○
、
○

0
0
3m

③

南
国
市
才
谷
の
被
災
状
況

(写
真
2
)

当
災
害
箇
所
、
盛
土
区
間
が
延
長
四
0
m
、

幅
八
m
、
落
差
八
m
及
び
道
路
決
壊
の
被
災
を

う
け
た
も
の
で
あ
り
、
流
出
し
た
土
砂
や
擁
壁

等
の
構
造
物
は
斜
面
下
に
流
れ
、
流
出
さ
れ
た

一
部
は
一
〇
0
m
下
ま
で
達
し
た
。

国
道
は
幹
線
道
路
で
あ
り
地
域
の
方
々
の
生

活
を
支
え
る
生
活
道
路
で
あ
り
、
一
日
も
早
く

復
旧
が
急
が
れ
る
た
め
、
応
急
復
旧
と
し
て
応

　　　
　
　

至

職
/

繊
/

写真 2 -2 応急組立橋設置状況　

　

翼
々

リ
ム　

　

　　　　

　

勢

写真 1-3 復旧状況



写真 3 -1 被災状況全景

急
組
立
橋

(ト
ラ
ス
橋
二
車
線
四
0
m
)
の
設

置
を
行
い
交
通
の
確
保
を
図
っ
た
。

道

路

名

…
一
般
国
道
三
二
号

災
害
箇
所
高
知
県
南
国
市
才
谷

決
壊
規
模
"
道
路
延
長
四
0
m

幅
員
八
m

④

吾
川
郡
春
野
町
弘
岡
の
被
災
状
況
(写
真
3
)

高
知
市
周
辺
を
中
心
と
し
た
九
月
二
四
日
四

時
0
0
分
か
ら
降
り
始
め
た
雨
は
翌
二
五
日
八

時
0
0
分
ま
で
に
連
続
八
六
九
皿
も
の
降
雨
を

も
た
ら
す
と
と
も
に
時
間
最
大
雨
量
一
三
一
皿

と
い
う
局
所
的
な
集
中
豪
雨
を
も
た
ら
し
た
。

こ
の
た
め
国
道
五
六
号
約
六
○
、
○
○
○
話
の

土
砂
と
家
屋
四
棟
が
国
道
を
塞
い
だ
。
倒
壊
し

た
家
屋
の
中
に
は
人
が
居
た
も
の
の
幸
い
に
も

人
的
被
害
が
な
か
っ
た
。

道

路

名
…
一
般
国
道
五
六
号

災
害
箇
所
二
局
知
県
吾
川
郡
春
野
町
弘
周

崩
壊
規
模
…
道
路
延
長
一
三
0
m

垂
直

浸
水
家
屋

倒
壊
家
屋

さ
九
0
m

崩
壊
土
量
六
○
、

0
0
O
証

準
用
河
川
を
崩
壊
土
砂
が
堰
き

止
め
た
こ
と
に
よ
る

四
棟

(住
宅
及
び
店
舗
二
棟
、

陳
列
自
動
車
約
五
〇
台
) 垂

直
高

手
野
及
び
南
国
市
才
谷
の
二
箇
所
の
災
害
発
生
に
よ

り
、
地
元
住
民
の
生
活
道
で
あ
る
国
道
の
全
面
通
行

止
め
で
苦
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
た

め
生
活
道
の
迂
回
路
と
し
て
高
知
自
動
車
道
の
大
豊

~
南
国
間
の
料
金
無
料
措
置
を
九
月
二
五
日

(金
)

一
九
時
~
一
〇
月
七
日

(水
)
の
三

日
間
、
道
路

公
団
四
国
支
社
の
協
力
を
得
て
、
運
輸
･
建
設
大
臣

の
依
命
通
知
に
よ
り
実
地
し
た
。

①

料
金
を
徴
収
し
な
い
車
両
に
つ
い
て
の
料
金

措
置
の
考
え
方

◎
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
一
二
条

道
路
交
通
法
第
三
九
条
に
規
定
す
る
緊
急

自
動
車
及
び
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
車
両

◎
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条

災
害
救
助
、
水
防
活
動
そ
の
他
特
別
の
理

由
に
よ
り
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く

不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
車
両
で
高
速

自
動
車
国
道
等
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
、

そ
の
他
の
道
路
、
建
設
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
定

め
る
も
の
。

※
災
害
時
に
お
い
て
他
の
道
路
の
通
行
が
不

能
と
な
っ
た
場
合
に
、
高
速
自
動
車
道

(高
知

自
動
車
道
)
の
無
料
措
置
に
つ
い
て
は
、
昭
和

三
七
年
の
運
輸
省
･
建
設
省
告
示
第
一
三
号
に

該
当
す
る
事
項
が
な
い
た
め
、
道
路
整
備
特
別

措
置
法
施
行
令
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
別
途

道イテセ 99,l2 2 7

写真 3 -2 被災状況

四

高
速
道
路
の
料
金
措
置

一
般
国
道
三
二
号
は
、
主
要
幹
線
道
路
と
生
活
道

路
を
兼
ね
た
地
区
唯
一
の
道
路
で
あ
り
、
大
豊
町
戸



定
め
ら
れ
、
J
H
が
両
省

(大
臣
)
か
ら
の
依

命
を
受
け
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
解

除
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

②

高
知
自
動
車
道

(大
豊
~
南
国
間
)
通
行
料

金
無
料
措
置
の
状
況

･
大
豊
~
南
国
間
の
相
互
の
無
料
車
に
つ
い
て

平
成
一
〇
年
九
月
二
五
日

(金
)
一
九
時
か

ら
一
〇
月
七
日

(水
)
七
時
ま
で
の
無
料
通
行

し
た
車
両
は
、
七
万
三
、
九
九
七
台
で
あ
っ
た

(表
1
)。

五

今
後
の
課
題

今
回
の
災
害
を
経
験
し
て
、
次
の
よ
う
な
課
題
が

浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

①
情
報
連
絡
体
制
の
改
善
及
び
情
報
の
一本
化

②
弱
点
箇
所
の
把
握

③
災
害
時
に
お
け
る
初
動
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

作
成

④
道
路
利
用
者
に
対
し
て
分
か
り
や
す
い
情
報

の
提
供

⑤
災
害
対
応
組
織
の
支
援
体
制
整
備

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
今
後
可
能
な
事
項
か
ら
改
善
を
進
め

て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

六

｢事
前
通
行
規
制
(国
道
三
三
号
)

に
関
す
る
検
討
協
議
会
の
設
立
｣
に
つ

い
て

一
般
国
道
三
三
号
は
四
国
の
重
要
な
生
活
基
幹
道

路
で
あ
る
が
落
石
、
崩
壊
危
険
個
所
の
事
前
通
行
規

制
区
間
が
連
続
し
平
成
一
〇
年
と
平
成
三

年
の
集

中
豪
雨
で
、
事
前
通
行
規
制
九
回
、
延
べ
通
行
規
制

時
間
約
五
二
〇
時
間
に
も
及
び
、
沿
道
集
落
が
孤
立
、

通
勤
通
学
等
の
日
常
活
動
や
物
流
等
の
経
済
活
動
及

び
救
急
医
療
等
の
緊
急
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。こ

れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
に
、
情
報
の
在
り
方
及

び
地
域
住
民
が
抱
え
て
い
る
問
題
等
に
つ
い
て
整
理

し
、
道
路
管
理
者
と
地
方
自
治
体
関
係
者
が
連
携
強

化
し
た
規
制
区
間
内
の
防
災
対
策
の
在
り
方
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
も
の
と
し
て
、
平
成

一
一
年
度
に

｢事
前
通
行
規
制
に
関
す
る
検
討
協
議
会
｣
を
設
立

し
た
。

(四
国
地
方
建
設
局
道
路
部
道
路
管
理
課
長
補
佐
)

表 1 高知自動車道 (大豊~ 南国間) 通行料金無料措置による交通量の変化

交通量
品目蓼目夢撻鱗 綴驚覧覊ゞ 日 総薮騙擬平日鱈巖顯よる 率

)
滅
%

増
(

合 日平均 合 計 日平均 合 日平均 合 日平均

軽自動車 蹴 鼠 鰍 贓 桝 134 14
,
344 1

,
304 L076

普通車 37
,
879 郷 鸚 繊 勧 郷 牢 郷 475

中型車 鰄 693 8
,
081 735 665 60 葱 674 跳

大型車 10
,
168 847 繃 896 313 28 鯛 867 繍

特大車 1
,
660 138 1

,
594 145 160 お 繊 130 郷

合 砺 鵺 残 纖 蟠 953 剱 総 猟
(資料 :JH 四国支社)

28 道行セ 99.12



隅鬮
特
集
/
道
路
と
防
災
隣
閲
麗
圓
謝
麹
報謝
鮒鮒鮒爾酬
酬瀦
謝
酬

九
⑭

=
五
豪
雨
災
害
を
振
り
逼
っ
て竹

山

僚

一

は
じ
め
に

今
年
の
九
月
一
四
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
県
土

を
襲
っ
た
台
風
格
号
･
秋
雨
前
線
･
台
風
路
号
に
伴

う
豪
雨
は
、
飛
騨
･
郡
上
地
域
を
中
心
と
し
た
県
下

各
地
に
大
災
害
を
も
た
ら
し
、
九
･
一
五
豪
雨
災
害

と
命
名
さ
れ
た
。

今
回
の
災
害
の
特
徴
は
、
記
録
的
雨
量
が
狭
い
地

域
に
集
中
し
た
こ
と
に
よ
り
各
所
で
山
腹
崩
壊
が
発

生
し
、
土
砂
と
と
も
に
林
木
が
流
出
し
被
害
が
増
大

し
た
こ
と
で
あ
る
。

道
路
に
お
い
て
は
国
道
四
一
号
、
一
五
六
号
、
東

海
北
陸
自
動
車
道
等
の
幹
線
道
路
が
寸
断
さ
れ
、
一

時
は
飛
騨
や
郡
上
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
。

国
道
一
五
六
号
で
は
、
建
設
省
と
道
路
公
団
の
協

位置図

力
を
得
て
開
通
前
の
高
速
道
路
を
全
国
で
初
め
て
迂

回
路
と
し
て
一
般
交
通
を
通
し
、
緊
急
時
で
の
道
路

確
保
を
図
っ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
、
被
災
か
ら
数
ヵ
月
が
過
ぎ
、
県
下
各
地

域
に
お
い
て
全
力
で
災
害
復
旧
に
取
り
組
ん
で
い
る



所
で
あ
る
が
、
今
回
の
教
訓
を
踏
ま
え
今
後
の
対
応

田
郡
金
山
町

(金
山
)
で
は
二
一
目
の
三
時
か
ら
四

策
に
つ
い
て
述
べ
る
。

時
ま
で
の
一
時
間
に
八
六
皿
、
美
濃
市

(美
濃
)
で

二

‐九
学

一
五
豪
雨
災
害
の
概
況

は
二
二
日
の
二
時
か
ら
三
時
ま
で
の
一
時
間
に
六
四

回
を
記
録
し
た
。
二
三
日
ま
で
の
総
降
水
量
は
郡
上

台
風
16
号
の
影
響
に
よ
り
平
成
二

年
九
月
一
四

捲
り　

　

日
一
五
時
頃
か
ら
降
り
始
め
た
雨
は
、
そ
の
後
次
第

に
強
ま
り
、
同
日
一
七
時
四
○
分

｢岐
阜
,
西
濃
.

‐臼
降
雨

　
　

　

‘
/
.)

.

　
　

　
郡
八
幡
町

(八
幡
)
で
四
七
六
雌
、
益
田
郡
萩
原
町

(萩
原
)
で
五
九
一
触
、
美
濃
市
で
四
一
六
皿
な
ど

を
記
録
し
た
。

さ
ら
に
二
四
日
に
は
台
風
路
号
に
よ
り
再
び
降
雨等雨量線図 観測位置図

愛知幌
庄内#



※ 間最大雨量52m m (時間雨量確率1/40 ~ 1/50年)
日最大雨量 3 39 m m (日雨量確率 -/ 10 0年以上 )

表 - 9 ･15豪雨に係る公共土木施設災害一覧表

西洞 ･夫生 ･美濃地区の雨量の推移

(単位 :百万円)

工種別

9 / 14 ~ 9 / 16
台風16号

9 / 20 ~ 9 / 24
豪雨、 台風18号 計

箇 所 金 額 箇 所 金 額 箇 所 金 額

県
工
事

河 川 344 16,934 136 1,475 480 18,410

砂防施設 55 1,146 56 582 111 1,728

道 路 234 6,092 52 823 286 6,915

橋 梁 26 195 1 20 27 215

計 659 24,368 245 2,900 904 27,268

市
町
村
工
事

河 川 240 5108 181 2,038 421 7,147

砂防施設 0 0

道 路 228 3,110 82 550 310 3,660

橋 梁 13 178 4 248 17 426

計 481 8,396 267 2,836 748 11,232

計

河 川 584 22,043 317 3,5l4 90l 25,556

砂防施設 55 1,146 56 582 111 1,728

道 路 462 92 02 134 1,373 596 lo,575

橋 梁 39 373 5 268 44 641

計 1,140 32,764 512 5,737 1,652 38,501

崩
れ
･
崖
崩
れ
、
低
地
の
浸
水
等
が
発
生
し
、
特
に

県
土
北
部
の
吉
城
郡
河
合
村
、
古
川
町
、
宮
川
村
や

大
野
郡
清
見
村
、
荘
川
村
、
郡
上
郡
高
鷲
村
、
白
鳥

町
、
大
和
町
を
中
心
に
道
路
、
河
川
、
砂
防
、
林
道
、

治
山
、
農
地
、
農
作
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
災
害

が
発
生
し
、
昭
和
五
一
年
に
県
土
を
襲
っ
た

｢九
･

三
一災
圭
三

以
来
の
大
災
害
と
な
っ
た
。

一 が 治 町 大 県 崩 が
あ
り
、
郡
上
郡
白
鳥
町

(長
滝
)
で
は
日
南
量
八

　　　
の
増
水

た 野 、 村 宮 し 氾
、 jll 、 濫

　　 　　　

四

鱒
叩
勘
即
卸
50
40

　
　
　
　
　
　

95mm覇
園 〆
圓/
蘭
瑚

團 ノ鬮
圀 …"】/ 剛 …

9ハ4
時間

9ハ5
圈圏騎間雨攪

間最 雨量96m m (時間雨量 率ツー00
日最大雨量 3 2 9 m m (日雨量 l/ 10 0

雨量:夫生(河合村)

600

･ 500

400 (Eぶ
昭
糯
市
蝶

600

就

働
300

200

100

00
90
80
沁
60
50
40

　　
　　
　
　
　

弍̂ĥL̂メ
62mm - /

鰹

9ハ4 9ん5 幽霊時間雨量
時間 軸◆-累計雨量

9/20 9′2l 9/22 9/23
圏國時周雨撮

時 間 ■…累計雨證

道ガテセ 99.12 3ノ



山
間
部
で
は
、
山
腹
崩
壊
に
よ
り
大
量
の
土
砂
が

流
木
と
と
も
に
河
川
に
流
れ
出
し
、
河
道
を
ふ
さ
い

だ
た
め
、
河
川
の
氾
濫
が
増
大
し
被
害
が
拡
大
し
た
。

岐
阜
県
内
の
公
共
土
木
施
設
に
お
け
る
被
害
は
、

一
、
六
五
二
箇
所
、
三
八
五
億
円
に
の
ぼ
り
、
こ
の

う
ち
県
管
理
道
路
の
被
害
は
、
三
一
三
箇
所
、
七
一

億
円
で
あ
っ
た

(表
1
)。

以
下
に
代
表
的
な
被
災
箇
所
の
写
真
を
示
す
。(主) 神岡河合線 ･河合村稲越

　　
　　}蜥終

焉

東海北陸自動車道 ･美濃市口野々

北陸自動車道の本線　ヱ刀面斜

る

の

め

側
埋

山
を

況

l
l
･11.11.･

フ

殿殿川、古川町信包

金山明宝線 ･金山町卵野原
法面崩壊により道路が寸断

長良川 ･高鷲村大鷲

32 道々テセ 99.12



表 2 通行規制状況

※
＼

事前通行規制
(全117箇所) 災 害 箇 所

合議 繊麗 囃 離繊麗 囃
帶明

燧
1･上 19 " n乙 4鼻 " 脚

瀦
の

明
m

14 RU 43 ハソム 12 斜 110

四

通
行
規
制
状
況

雨
量
に
よ
る
事
前
通
行
規
制
と
、
災
害
に
よ
る
通

行
規
制
に
よ
り
、
ピ
ー
ク
時
の
九
月
一
五
日
一
人
時

に
は
、
直
轄
国
道
三
箇
所
、
県
管
理
国
道
二
三
箇
所
、

県
道
九
四
箇
所
の
合
計
三
一〇
箇
所
が
全
面
通
行
止

め
と
な
っ
た
。
ま
た
、
事
前
通
行
規
制
箇
所
が
、
一

一
七
箇
所
あ
り
そ
の
内
九
七
箇
所
が
止
ま
り
県
内
の

交
通
が
麻
痺
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

主
要
な
道
路
に
つ
い
て
は
、
通
学
･
通
勤
･
生
鮮

食
品
等
の
輸
送
等
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、
ま
た
こ

の
時
期
は
特
に
週
末
を
は
さ
ん
だ
た
め
、
飛
騨
方
面

等
へ
の
観
光
予
定
客
が
多
数
あ
り
、
迂
回
路
の
確
保

に
は
非
常
に
苦
労
し
た
。

週
が
あ
げ
て
九
月
二
一
日
に
は
、復
旧
作
業
の
中
、

再
び
秋
雨
前
線
に
よ
る
大
雨
に
よ
り
、
二
三
箇
所
ま

で
減
少
し
て
い
た
全
面
通
行
止
め
箇
所
が
、
九
月
二

二
日
一
〇
時
の
ピ
ー
ク
時
に
は

=
○
箇
所
に
ま
で

及
ん
だ

(表
2
)。

こ
の
雨
は
九
月
二
四
日
ま
で
降
り
続
き
、
飛
騨
高

山
方
面
で
は
一
〇
月
一
〇
日
の
高
山
祭
り
に
向
け
て

観
光
の
ピ
ー
ク
と
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
全
国
か
ら

高
山
市
を
中
心
に
大
型
観
光
バ
ス
な
ど
が
集
中
し
、

そ
の
た
め
、
復
旧
作
業
も
急
を
要
し
た
。

東
海
北
陸
自
動
車
道
の
美
濃
イ
ン
タ
ー
か
ら
美
並

イ
ン
タ
ー
間
で
は
、
テ
レ
ビ
で
崩
壊
の
模
様
が
放
映

さ
れ
た
よ
う
に
、
道
路
決
壊
に
よ
り
全
面
通
行
止
め

と
な
っ
た
た
め
、
迂
回
路
で
唯
一
の
幹
線
道
路
で
あ

る
国
道
一
五
六
号
で
は
大
渋
滞
と
な
っ
た
。

五

開
通
前
の
高
速
道
路
の
緊
急
使
用

国
道
一
五
六
号
白
鳥
町
長
滝
で
は
、
九
月
一
五
日

に
延
長
一
二
0
m
、
幅
八
m
に
わ
た
っ
て
道
路
が
決

壊
し
た
。

こ
の
路
線
は
平
日
で
も
、
一
二
時
間
で
六
、
五
四

五
台
の
交
通
量
が
あ
る
の
に
加
え
、
世
界
文
化
遺
産

白
川
郷
や
金
沢
市
を
結
ぶ
重
要
な
路
線
で
あ
り
、
復

旧
に
相
当
の
日
数
を
要
す
る
た
め
、
迂
回
路
を
緊
急

に
確
保
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。

迂
回
路
と
し
て
は
、
国
道
一
五
六
号
と
並
行
し
て

表 3 緊急迂回路利用状況
(単位 :台)

月 日
白馬IC

(高鷲↓白鳥)
高鷲IC

(白鳥↓高鷲) △□

9月18日 2
,
290 1

,
714 黛

9月19日 2
,
392 1

,
772 蝋

9月20日 捌 剔 蝋
9月21日 鸚 捌 鰤
9月22日 廓 耶 鸚
計 靴 鰯 鰔

走
る
第
三
セ
ク
タ
ー

｢長
良
川
鉄
道
｣
の
鉄
道
敷
き

を
利
用
す
る
為
、
舗
装
工
事
を
進
め
る
一
方
、
工
事

;

完
了
ま
で
の
間
の
迂
回
路
と
し
て
、
当
時
工
事
中

物

全
一
月
二
七
日
供
用
開
始
)
で
あ
っ
た
東
海
北
陸

q　

自
動
車
道
を
、
建
設
省
及
び
日
本
道
路
公
団
と
連
携

断

及
び
協
力
を
得
な
が
ら
、
白
鳥
イ
ン
タ
ー
か
ら
高
鷲

イ
ン
タ
ー
間
約
八
如
区
間
を
地
元
住
民
及
び
緊
急
車

両
に
対
し
て
緊
急
使
用
し
た
。

な
お
、
こ
の
間

(九
月

一
八
日
か
ら
二
二
日

一
七

時
ま
で
の
五
日
間
)
の
利
用
台
数
は
二
万
台
程
度
で

あ
り

(表
3
)
、
生
活
道
路
の
確
保
に
大
き
く
貢
献

し
た
。



国道156号 郡上郡白鳥町長滝の被害状況

= 5餌 滋 黛 総 標準横断図　 　　

で
も

平 面 図

L = 350m W =

郡 上 郡

白 鳥

二 日 町 よ
白川村

截災延長しジ106m

岐阜市
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.
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六

情
報
の
提
供

今
回
の
九
･
一
五
豪
雨
災
害
に
お
け
る
報
道
機
関

へ
の
道
路
通
行
規
制
等
の
情
報
提
供

(通
行
規
制
箇

所
数
等
)
を
九
月
一
六
日
~
-
五
日
ま
で
の
間
一
日

四
回
程
度
、
県
の
記
者
ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
行
っ
た
。

ま
た
、
岐
阜
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
あ
る

｢県
民

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｣
を
通
じ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
広
く
情
報
提
供
を
行
っ
た

(内
容
、
更
新
頻
度
は

記
者
発
表
と
同
程
度
)。

規
制
箇
所
が
多
数
あ
り
昼
夜
問
わ
ず
連
日
の
警
戒

体
制
の
た
め
も
あ
り
、
通
行
規
制
箇
所
の
把
握
が
充

分
で
な
か
っ
た
り
情
報
提
供
に
対
し
時
間
が
遅
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。

七

あ
と
が
き

通
常
の
規
制
情
報
と
同
様
に
日
本
道
路
交
通
情
報

セ
ン
タ
ー
に
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
た
が
、
一
般
市

民
か
ら
の
関
心
が
高
く
、
岐
阜
県
庁
に
多
数
の
問
い

合
せ
が
あ
っ
た
。
ま
た
休
日
を
挟
ん
で
い
た
こ
と
も

あ
り
、
高
山
市
な
ど
飛
騨
地
方
の
観
光
地
へ
の
ア
ク

セ
ス
に
関
す
る
問
い
合
せ
が
多
数
あ
っ
た
。

現
在
の
岐
阜
県
の
道
路
通
行
規
制
の
連
絡
体
制
が

規
制
区
間
ご
と
の
把
握
で
あ
る
た
め
、
岐
阜
県
内
の

面
的
な
把
握
が
で
き
て
お
ら
ず
、
県
外
か
ら
観
光
地

へ
の
ア
ク
セ
ス
な
ど
通
行
可
能
路
線
の
把
握
や
、
通

行
不
能
に
よ
る
孤
立
集
落
の
確
認
が
遅
れ
た
。

最
後
に
、
開
通
前
の
東
海
北
陸
自
動
車
道
の
緊
急

ま
た
、
電
話
及
び
F
A
×
で
複
数
の
関
係
機
関
に

5

使
用
に
あ
た
り
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
建
設
省
、
日
本

3

連
絡
す
る
体
制
で
あ
っ
た
た
め
、
連
絡
業
務
に
多
大

道
路
公
団
の
関
係
者
に
対
し
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

蛇

な
時
間
が
割
か
れ
た
。

す
。

(岐
阜
県
基
盤
整
備
部
道
路
維
持
課
長
)

雙道行セ 99,12

こ
れ
ら
の
教
訓
を
活
か
し
、
県
内
道
路
規
制
情
報

の
迅
速
な
把
握
、
的
確

　　
　

　

　

県
庁
と
出
先
機
関
及
び

他
機
関
を
オ
'
】'
'

物
総
轄
蕊

で
結
び
、
雨
量
･
雪
量

＼
‘
~

≧
･しく

、ふ
き
-
′
-ゞ
‐

に
、

翼
艘

室　　
　

　　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　　　

　
　　　

な
供

　
　

　
　
　
　

　　

　　
　

　
　
　

　

　

　

　　

　
　
　

　　　
　
　　　

　
　　　
　
　　
　
　　　

　

　

　

　
　　
　　

　　　
　　　　　
　

る
シ
ス
テ
ム

(道
路
情

,

　
　

　

　

　　

L道路猜報システム〆〆- ジィ楽壇

振
り
返
り
認
識
を
新
た

に
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。



地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
今
後
の
道
路
政
策
に
つ
い
て

-
未
来
へ
引
き
継
ぐ
環
境
の
た
め
の
政
策
転
換
-

道
路
局
道
路
環
境
課

一
九
九
七
年
一
二
月
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
気
候
変
動

に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
第
三
回
締
約
国
会
議

(以

下

｢
C
O
P
3
｣
と
い
う
。
)
に
お
い
て
は
、
先
進
各
国

の
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
削

減
目
標
を
定
め
た
京
都
議
定
書
が
採
択
さ
れ
、
我
が
国
に

は
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
三
一年
ま
で
の
期
間
中
に
、
一

九
九
〇
年
の
水
準
に
比
べ
て
六
%
削
減
す
る
と
い
う
厳
し

い
目
標
が
設
定
さ
れ
た

(図
1
)。

政
府
に
お
い
て
は
、
C
O
P
3
に
臨
む
に
当
た
り
、
幅

広
く
地
球
温
暖
化
対
策
を
検
討
す
る
た
め
、
関
係
審
議
会

の
横
断
的
組
織
と
し
て

｢地
球
温
暖
化
問
題
へ
の
国
内
対

策
に
関
す
る
関
係
審
議
会
合
同
会
議
｣
(以
下

｢合
同
会

議
｣
と
い
う
。)
が
設
置
さ
れ
、
道
路
審
議
会
か
ら
も
二

名
の
委
員
が
参
画
し
て
き
た
。
こ
の
合
同
会
議
に
お
け
る

横
断
的
な
議
論
と
並
行
し
て
、道
路
審
議
会
に
お
い
て
も
、

;6 蒲行セ 99.12

道
路
審
議
会
で
は
平
成
七
年
九
月
に
建
設
大
臣
よ
り
諮
問
さ
れ
た

｢今
後
の
道
路
環
境
政
策
の

あ
り
方
｣
に
つ
い
て
、
平
成
九
年
六
月
に
道
路
環
境
対
策
全
般
に
つ
い
て
の
基
本
的
方
向
を
示
す

中
間
答
申
を
行
い
、
ま
た
、
こ
の
基
本
的
方
向
を
受
け
、
各
論
と
し
て
、
平
成
一
〇
年
三

月
に

は
、
騒
音
･
大
気
汚
染
等
の
沿
道
環
境
対
策
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た

｢よ
り
よ
い
沿
道
環
境
の

実
現
に
向
け
て
｣
を
答
申
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

地
球
規
模
の
環
境
問
題
の
一
つ
で
あ
る
、
地
球
温
暖
化
問
題
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年

三

一月

に
我
が
国
で
開
催
さ
れ
た
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
三
回
締
約
国
会
議

(C
O
P
3
)
に
お
い
て
、

京
都
議
定
書
が
採
択
さ
れ
、
我
が
国
に
は
二
〇
一
〇
年
前
後
で
一
九
九
〇
年
比
△
六
%
と
い
う
厳

し
い
目
標
が
課
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
動
車
交
通
を
主
と
す
る
運
輸
部
門
に
お
い
て
も
、
早

急
な
対
策
の
具
体
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
成
一
一
年
三

月
二
九
日
に

｢地
球
温

暖
化
防
止
の
た
め
の
今
後
の
道
路
政
策
に
つ
い
て
｣
を
と
り
ま
と
め
、
建
設
大
臣
に
答
申
し
た
。

以
下
に
答
申
の
全
文
を
紹
介
す
る
。

は
じ
め
に

近
年
、
地
球
温
暖
化
や
オ
ゾ
ン
層
破
壊
な
ど
地
球
規
模

で
の
環
境
問
題
の
深
刻
化
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
国
際
的

な
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
地
球
温

暖
化
問
題
は
、
そ
の
予
想
さ
れ
る
影
響
の
大
き
さ
や
深
刻

さ
か
ら
み
て
、
人
類
の
生
存
基
盤
に
関
わ
る
重
大
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
。



平
成
九
年
三

月
か
ら
環
境
部
会
を
中
心
に
、
地
球
温
暖

化
防
止
の
た
め
に
道
路
行
政
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
取
り

組
み
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
検
討
･
審
議
を
行
っ
て
き

た
。自

動
車
の
利
用
に
よ
り
、
我
々
は
経
済
社
会
活
動
の
全

般
に
わ
た
り
多
く
の
効
用
を
享
受
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
世
界
に
類
を
見
な
い
ス
ピ
ー
ド
と
水
準
の
少
子
高

齢
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
、
そ
れ
に
よ
る
投
資
余
力

　加筆国

間
進

期

先

1
4
?
“

だO

AU
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-

!

･
件

本

ダ
要

ナ
効

日
力
発4

T

の
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
人
類
の
生
存
基
盤
に
関
わ

る
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
球
温
暖
化
を
防
止
す
る
た
め
に

は
、
自
動
車
の
利
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
恒
久
的
な
発

生
削
減
に
つ
な
が
る
、
効
率
的
な
国
土
利
用
と
環
境
負
荷

の
少
な
い
経
済
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
真
剣
に
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
、
道
路
行
政
は
、
自
動
車
等
の
交
通
需
要
に
対
応

し
た
、
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
道
路
の
整
備
を
行
う
こ
と
を

基
本
的
な
課
題
と
し
て
き
た
が
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
取

り
組
み
が
急
務
で
あ
る
今
日
、
需
要
に
対
応
し
た
イ
ン
フ

ラ
整
備
と
い
う
考
え
方
を
超
え
て
、
道
路
利
用
者
等
と
の

連
携
に
よ
り
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用

へ
の
転
換
と
よ
り
よ
い
環
境
創
出
を
目
指
し
て
道
路
政
策

を
展
開
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
課
題
認
識
に
立
っ
て
、
地
球
温

暖
化
防
止
に
向
け
た
道
路
政
策
の
今
後
の
展
開
の
方
向
に

つ
い
て
、
こ
こ
に
答
申
す
る
。

一

道
路
行
政
の
課
題

ー

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
の
現
状

京
都
議
定
書
で
削
減
対
象
と
さ
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス
に

は
、
二
酸
化
炭
素
、
メ
タ
ン
、
亜
酸
化
窒
素
、
代
替
フ
ロ

ン
が
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
排
出
さ
れ
る
温
室

効
果
ガ
ス
の
約
九
割

(地
球
温
暖
化
係
数
換
算
)
が
二
酸

化
炭
素
で
あ
り
、
そ
の
排
出
量
は
世
界
第
四
位
で
約
五
%

を
占
め
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
我
が
国
に
お
け
る
地
球
温

暖
化
防
止
に
つ
い
て
は
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
が
基

本
的
か
つ
最
も
重
要
な
課
題
と
な
る

(図
2
･
3
)。

我
が
国
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
を
部
門
別
に

み
る
と
、
そ
の
排
出
割
合
は
、
一
九
九
七
年
度
で
産
業
部

門
が
三
九
%
、
民
生
部
門
が
二
五
%
、
運
輸
部
門
が
二

一
%
、
そ
の
他
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
や
工
業
プ
ロ
セ
ス
等
に

よ
る
排
出
が
一
五
%
と
な
っ
て
い
る

(図
4
)。
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図 2 温室効果ガスの排出割合 (1997年度)

く地球温暖化係数換算)
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先進国及び市場経済移行国。 なお、 中国、 インド、 韓国等は含まれない。

図 1 京都議定書の骨子

つ 、 55ヵ国以上が批准し、 かつ

批准国の排出量の合計が、先進国等の全体の

締約国約170カ国のうち、 55ヵ国以上が批准し、 かつ

先進国道のうち、批准国の排出量の合計が、先進国
排出量合計の55 % 以上に達すること。
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3 , 主要各国の削減目標 (1990年比)
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図 4 部門別二酸化炭素排出割合 (1997年度)

2

道
路
行
政
の
課
題

こ
の
よ
う
な
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
実
状
に
対
し
て
、

政
府
は
合
同
会
議
に
お
け
る
審
議
を
経
て
、
二
〇
一
〇
年

時
点
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
を
一
九
九
〇
年
レ
ベ
ル
に
低

減
す
る
こ
と
と
し
、
部
門
別
に
は
、
一
九
九
〇
年
の
水
準

に
比
べ
て
、
産
業
部
門
は
七
%
の
削
減
、
民
生
部
門
は
伸

び
ゼ
ロ
、
運
輸
部
門
は
一
七
%
の
伸
び
に
抑
え
る
こ
と
と

　

　

　

7
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ず
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C
′、

絢

し
た
。

こ
れ
に
対
し
現
状
は
、
一
九
九
〇
年
に
比
べ
一
九
九
七

年
実
績
で
、
産
業
部
門
は
○
･
六
%
、
民
生
部
門
は
一
三
%
、

運
輸
部
門
は
二
一
%
の
伸
び
と
な
っ
て
お
り
、
目
標
の
達

成
に
は
相
当
な
取
り
組
み
が
必
要
と
さ
れ
る

(図
5
)。

運
輸
部
門
で
発
生
す
る
二
酸
化
炭
素
の
約
九
割
は
道
路

を
通
行
す
る
自
動
車
か
ら
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、目

標
の
達
成
は
、
自
動
車
の
利
用
に
と
も
な
う
二
酸
化
炭
素

の
発
生
の
削
減
如
何
に
か
か
っ
て
お
り
、
今
後
の
道
路
行

政
に
課
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
(図
6
)。図6 交通機関別C0 2排出量
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◎基本的方向
ー道路利用を地球環境への負荷の少ないものとすることを目指し、 道路行政を転換一

瀰鰕鰤硼鰺蜘蝋纖
緘用･利

換
車
転

動
の

白

へ
用“刺路道

癪峨州わ嘉鸚物
拗
ネ鰡%嬉凝偏麗方

彰
饑と

進鰄繃
取
組働蹴燒灘燃労齦締翔糊耽獣み組ヱ▼取

二

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
道
路
政
策
の

基
本
的
考
え
方

1

理
念

地
球
温
暖
化
防
止
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、
環
境

と
調
和
し
た
循
環
型
の
持
続
可
能
な
経
済
社
会
を
実
現

し
、
未
来
に
よ
り
よ
い
環
境
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
理
念
と

し
て
、
自
動
車
利
用
に
伴
う
二
酸
化
炭
素
の
発
生
が
削
減

フ
′図

さ
れ
る
よ
う
、
道
路
利
用
を
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
道
路
行
政
を
転
換
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

2

取
り
組
み
の
基
本
的
方
向

(図
7
)

(地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
へ
の
転
換
)

自
動
車
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
を
削
減
す
る
に

は
、
日
常
の
生
活
や
経
済
社
会
活
動
等
の
レ
ベ
ル
か
ら
自

動
車
利
用
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
歩
け
る
と
こ
ろ
は
徒
歩

で
、
自
転
車
を
利
用
で
き
る
と
こ
ろ
は
自
転
車
で
、
そ
し

て
公
共
交
通
機
関
が
利
用
で
き
る
と
こ
ろ
は
公
共
交
通
機

関
を
利
用
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
自
動
車
か
ら
多
様
な

交
通
モ
ー
ド
へ
の
転
換
･
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る

と
と
も
に
、
自
動
車
の
利
用
に
お
い
て
も
、
相
乗
り
や
共

同
輸
配
送
を
行
っ
た
り
、
混
雑
す
る
時
間
や
場
所
を
避
け

る
な
ど
、
効
率
の
よ
い
自
動
車
の
利
用
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道

路
利
用
へ
の
転
換
を
目
指
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(よ
り
よ
い
環
境
創
出
の
た
め
の
道
路
空
間

･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
実
現
)

こ
の
よ
う
な
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
道
路
の
あ
り
方
も
、
徒
歩
、
自

転
車
、
自
動
車
等
の
各
々
の
交
通
モ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
環

境
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
利
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
イ
ン
フ

ラ
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
道
路
空
間
を
、
二
酸
化
炭
素

を
吸
収
し
地
球
温
暖
化
防
止
に
資
す
る
と
同
時
に
良
好
な

景
観
を
形
成
し
都
市
の
ア
メ
ニ
テ
ィ
の
向
上
に
寄
与
す

る
、
緑
豊
か
で
う
る
お
い
の
あ
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
道

路
自
体
が
よ
り
よ
い
環
境
創
出
の
た
め
の
質
の
高
い
性
能

や
構
造
を
有
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
モ
ー
ド
が
十
分
な
役
割
を
発
揮
す
る

こ
と
は
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
を
実

現
し
、
ひ
い
て
は
個
々
の
経
済
活
力
を
活
か
し
な
が
ら
、

持
続
可
能
な
経
済
社
会
の
発
展
を
導
く
こ
と
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
る
。

(創
意
と
連
携
に
よ
る
取
り
組
み
)

さ
ら
に
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
へ

の
転
換
の
た
め
に
は
、
実
際
に
道
路
を
利
用
す
る
国
民
一

人
ひ
と
り
の
主
体
的
な
取
り
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
と
と

も
に
、
地
球
規
模
で
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
際

的
な
協
調
･
協
力
を
図
り
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
ま
た
、
様
々
な
創
意
工
夫
、
新
た
な
技
術
や
ア

イ
デ
ア
の
活
用
に
よ
り
、
効
率
的
、
効
果
的
に
推
進
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
方
向
に
沿
っ
て
、
地
球
温
暖
化
防

止
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
一
方
で
、

我
が
国
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
と
異
な
り
、
大
都
市
地
域

を
中
心
に
、
幹
線
道
路
の
沿
道
に
お
い
て
稠
密
な
土
地
利

用
が
な
さ
れ
て
お
り
、
自
動
車
の
排
出
ガ
ス
に
よ
る
大
気

汚
染

(窒
素
酸
化
物
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
等
)
が
厳
し
い



現
況
に
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
沿
道

の
生
活
環
境
の
改
善
も
同
時
に
図
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

電線類の地中化

視覚障害者誘導用ブロック

図 8 短距離移動の徒歩への転換の促進

歩道の段差、 傾斜、 勾配の改善

三

地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
た
施
策
展
開

地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
へ
の
転
換

①

短
距
離
移
動
の
徒
歩
へ
の
転
換
の
促
進

(図
8
)

自
動
車
に
よ
る
八
の
移
動
の
う
ち
、
徒
歩
で
も
可

能
な
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
が
約
一
割
を
占

歩行者案内標識

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
市
内
に
お
い
て
、
幅
の
広

い
ゆ
っ
た
り
と
し
た
、
段
差
･
勾
配
･
傾
斜
の
な
い

歩
道
を
整
備
し
、
さ
ら
に
は
木
陰
や
歩
行
者
広
場
を

整
備
す
る
な
ど
、
快
適
か
つ
安
全
な
歩
行
空
間
を
整

備
し
、
短
距
離
移
動
の
自
動
車
利
用
を
徒
歩
へ
と
転

換
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

②

都
市
内
の
交
通
モ
ー
ド
と
し
て
の
自
転
車
へ
の
転
換

の
促
進

(図
9
)

自
動
車
に
よ
る
人
の
移
動
の
う
ち
、
自
転
車
で
も

可
能
な
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
が
約
半
分
を

占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
短
距
離
移
動
に
お
け
る
自

転
車
の
有
用
性
を
活
か
し
、
都
市
内
に
お
い
て
快
適

促進

か
つ
安
全
に
自
転
車
が
走
行
で
き
る
自
転
車
道
等
を

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
重
点
的
に
整
備
し
、
同
時
に

そ
れ
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
た

め
の
駐
輪
場
を
計
画
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、

日
常
的
な
都
市
交
通
手
段
と
し
て
の
自
転
車
利
用
へ

の
転
換
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
在
、
モ
デ
ル
都
市
に
お
い
て
、
重
点
的
に
自
転

車
利
用
の
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
モ
デ
ル
都
市
に
お
け
る
取
り

組
み
を
ふ
ま
え
て
、
各
地
の
取
り
組
み
を
支
援
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
整
備
目
標
を
明
ら
か
に

し
た
う
え
で
、
都
市
に
お
け
る
自
転
車
利
用
の
た
め

の
環
境
整
備
を
全
国
的
に
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

③

鉄
道
、
バ
ス
、
路
面
電
車
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
の

利
用
促
進

(図
鰻

比
較
的
環
境
負
荷
の
少
な
い
交
通
手
段
で
あ
る
鉄

道
、
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
を
促
進
す
る

必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
量
輸
送
手
段
で
あ
る
鉄
道
へ
の
乗
り

継
ぎ
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
駅
前
広
場
や
歩
道
、

駐
輪
場
･
駐
車
場
等
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
都

市
内
の
面
的
で
網
密
度
の
高
い
移
動
手
段
と
し
て
の

役
割
が
期
待
さ
れ
る
路
面
電
車
や
新
交
通
シ
ス
テ
ム

の
導
入
等
に
よ
り
、
モ
ビ
リ
テ
ィ
の
高
い
交
通
体
系

の
形
成
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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図10 鉄道、バス、路面電車などの公共交通機関の利用促進

さ
ら
に
、
最
も
身
近
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
が
可
能
な

バ
ス
交
通
に
つ
い
て
は
、
バ
ス
優
先
レ
ー
ン
の
カ
ラ

ー
舗
装
化
や
バ
ス
交
通
広
場
等
の
整
備
を
行
い
、
バ

ス
交
通
の
定
時
性
の
確
保
等
に
よ
る
利
便
性
の
向
上

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
都
市
の
中
心
部
に
お
い
て
交
通
渋
滞
等
が

深
刻
化
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
環
状
道
路
や

周
辺
部
で
の
駐
車
場
の
整
備
を
行
い
、
一
般
的
な
自

動
車
利
用
は
そ
こ
で
受
け
止
め
、
当
該
地
域
内
の
移

動
に
つ
い
て
は
公
共
交
通
機
関
の
利
用
を
促
進
す
る

パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド
な
ど
の
取
り
組
み
を
な
お
一

層
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う

な
地
域
に
お
い
て
は
、
海
外
の
い
く
つ
か
の
都
市
で

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
共
交
通
機

関
を
利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
備
し
た
う
え
で
、
自

動
車
利
用
に
課
金
す
る
ロ
ー
ド
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
や
、

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
数
字
に
よ
り
利
用
で
き
る
日

を
限
定
す
る
プ
レ
ー
ト
ナ
ン
バ
ー
規
制
な
ど
に
よ
り

自
動
車
利
用
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
措
置
の
導
入
に

つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

④

効
率
的
で
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
自
動
車
利
用
の
促
進

地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
へ
の
転

換
を
目
指
し
、
徒
歩
、
自
転
車
、
公
共
交
通
機
関
の

利
用
の
促
進
を
図
る
と
し
て
も
、
経
済
社
会
活
動
の

多
く
は
自
動
車
交
通
に
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、自
動
車
の
利
用
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

総
体
的
に
効
率
が
よ
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
少
な
い

自
動
車
利
用
へ
と
転
換
を
促
進
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
o具

体
的
に
は
、
地
域
に
お
け
る
相
乗
り
や
低
公
害

車
･
低
燃
費
車
の
共
同
レ
ン
タ
ル
利
用
、
共
同
輸
配

送
等
に
よ
る
自
動
車
の
効
率
的
利
用
や
、
時
差
通

勤
･
通
学
等
に
よ
る
混
雑
時
間
の
分
散
･
平
準
化
な

ど
の
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
た
め
の
レ
ン
タ
ル
車
や
荷
捌
き
の
た
め
の

共
同
駐
車
場
等
の
整
備
や
、
T
D
M

(交
通
需
要
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
)
な
ど
環
境
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
利

用
の
た
め
の
活
動
を
支
援
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
地
域
に
お
け
る
取
り
組
み
を
、
環
状
道
路
･

バ
イ
パ
ス
の
整
備
な
ど
の
交
通
容
量
拡
大
策
等
と
あ

わ
せ
て
都
市
圏
に
お
い
て
総
合
的
に
実
施
し
、
交
通

の
円
滑
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
も
望
ま
れ
る
。

ま
た
、
電
気
自
動
車
や
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
究
極

の
低
公
害
車
と
言
わ
れ
現
在
実
用
化
に
向
け
た
開
発

が
進
め
ら
れ
て
い
る
燃
料
電
池
車
な
ど
、
低
公
害
･

低
燃
費
な
自
動
車
の
普
及
が
図
ら
れ
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
た
め
、
例
え
ば
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
な
ど

低
公
害
車
に
つ
い
て
は
、
燃
料
供
給
施
設
が
都
市
内

に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
一
回
の
燃
料
充
填
に
よ
る

道ネテセ 99.12 タノ

図11 天然ガス供給スタンドの分布
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走
行
距
離
が
短
い
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
利
用
が
都

ト
ワ
ー
ク
の
形
成

(図
複
)

市
内
の
短
距
離
移
動
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

環
境
寺
モ
に

さ

ら
、
関
係
機
関
と
連
携
し
て
、
そ
の
普
及
及
び
広
域

的
利
用
を
支
え
る
都
市
間
の
燃
料
供
給
施
設
の
設
置

を
支
援
し
、
そ
の
利
用
範
囲
の
拡
大
を
図
る
必
要
が

あ
る

(図
=
)
。
さ
ら
に
、
都
市
内
に
お
い
て
も
、

駐
車
場
の
優
先
利
用
な
ど
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
少

な
い
自
動
車
の
普
及
促
進
方
策
に
つ
い
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

2

よ
り
よ
い
環
境
創
出
の
た
め
の
質
の
高
い
道
路
空

間
･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
現

①

緑
豊
か
な
道
路
空
間
の
創
出
と
,緑

の
み
ち
‘
の
ネ
ッ図12 緑豊かな道路空間の創出 (仙台市青葉通り)

環
境
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
、
よ
り
よ
い
環
境
創
出

の
た
め
の
質
の
高
い
道
路
の
実
現
を
図
る
た
め
、
良

好
な
景
観
を
形
成
し
、
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す
る

,緑
‘
を
道
路
空
間
の
主
要
構
成
要
素
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
、
の
り
面
や
植
樹
帯
、
中
央
分
離
帯
を
、

時
間
と
と
も
に
成
長
し
空
間
を
豊
か
な
も
の
と
す
る

樹
林
に
よ
っ
て
緑
化
し
、
,緑

の
み
ち
‘
と
し
て
緑
豊

か
な
道
路
空
間
を
創
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
緑
豊
か
な
道
路
空
間
で
あ

る
,緑

の
み
ち
‘
と
公
園
、
河
川
空
間
等
を
連
携
さ

せ
て
、
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
、
都
市
の
ア

メ
ニ
テ
ィ
の
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

②

円
滑
な
自
動
車
交
通
が
確
保
さ
れ
る
道
路
の
実
現

自
動
車
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
と
自
動
車

の
走
行
速
度
と
の
間
に
は
、
渋
滞
等
で
旅
行
速
度

(出
発
地
か
ら
目
的
地
ま
で
の
平
均
走
行
速
度
)
が

遅
く
な
る
ほ
ど
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
が
多
く
な
る

と
い
う
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
状
は
、
大

都
市
圏
、
地
方
都
市
と
も
朝
夕
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け

る
旅
行
速
度
は
、
時
速
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
都
市
内
の
交
通
渋
滞
を
解
消
･
緩

和
し
、円
滑
な
道
路
交
通
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、

質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
自
動

車
か
ら
排
出
さ
れ
る
二
酸
化
炭
素
を
削
減
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
旅
行
速
度
と
排
出
量
の
関
係
は
、

沿
道
の
生
活
環
境
に
影
響
す
る
窒
素
酸
化
物
等
に
つ

い
て
も
同
様
の
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
円
滑
な
自

動
車
交
通
の
確
保
は
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
と
沿
道

の
生
活
環
境
の
保
全
の
両
方
の
実
現
に
つ
な
が
る
も

の
で
あ
る

(図
惚
)。
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漱眼
号
口

前
原
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図14 道路ネットワーク整備によるC0 2排出削減事例

こ
の
た
め
、
交
差
点
立
体
化
や
、
鉄
道
の
高
架
化

等
に
よ
る
踏
切
の
解
消
等
の
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
対
策
、

環
状
道
路
･
バ
イ
パ
ス
の
整
備
等
に
よ
り
渋
滞
箇
所

を
解
消
し
、
円
滑
な
道
路
交
通
が
確
保
さ
れ
る
道
路

の
実
現
を
図
る
必
要
が
あ
る

(図
畝
)。

ま
た
、
I
T
S

(高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
)
の

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
支
え
る
ス
マ
ー
ト
ウ
ェ
イ
の
展

開
に
よ
り
、
自
動
車
交
通
に
よ
る
環
境
負
荷
の
軽
減

を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
当
面
、
料
金
所
の
渋
滞
を

緩
和
す
る
ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

(E
T
C
)
や
交
通
渋
滞
等
の
道
路
交
通
情
報
を
リ

ア
ル
タ
イ
ム
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
交
通
流
の
分

散
に
資
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム

(V
I

C
s
)
に
つ
い
て
、
全
国
へ
の
普
及
を
で
き
る
だ
け

早
期
に
図
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
大
都
市
の
有
料
道
路
と
し
て
設
置
･
管
理

さ
れ
て
い
る
都
市
高
速
道
路
の
料
金
体
系
に
つ
い
て

も
、
環
境
問
題
等
の
観
点
か
ら
料
金
格
差
を
設
け
て

ピ
ー
ク
を
平
準
化
す
る
い
わ
ゆ
る
ピ
ー
ク
ロ
ー
ド
プ

ラ
イ
シ
ン
グ
を
導
入
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
E
T
C
の
導
入
に
よ
り
き
め
細

か
い
割
引
･
割
増
や
路
線
･
区
間
毎
の
特
性
を
踏
ま

え
た
料
金
設
定
も
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は

そ
の
よ
う
な
料
金
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
E
T

C
の
普
及
状
況
を
見
極
め
つ
つ
、
一
般
道
路
へ
の
影

響
も
含
め
そ
の
効
果
や
採
算
に
与
え
る
影
響
等
総
合

的
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

③

効
率
的
で
環
境
負
荷
の
少
な
い
国
土
利
用
･
地
域
構

造
の
た
め
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

持
続
可
能
な
経
済
社
会
の
発
展
を
実
現
す
る
た
め

に
は
、
国
土
利
用
を
効
率
的
で
環
境
負
荷
の
少
な
い

も
の
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
最
も
基
幹
的
な

イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
形
成
す
る
必
要
が

あ
る
。

こ
の
た
め
、
効
率
的
で
生
産
性
の
高
い
国
土
利
用

を
実
現
す
る
た
め
の
全
国
的
な
高
規
格
幹
線
道
路
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
一

極
集
中
型
か
ら
環
境
負
荷
の
少
な
い
分
散
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
型
の
地
域
構
造
へ
の
再
編
を
支
援
す
る
た
め
の

大
都
市
圏
に
お
け
る
環
状
道
路
等
の
整
備
を
推
進
す

る
必
要
が
あ
る
。

国
内
物
流
に
つ
い
て
は
、
そ
の
効
率
化
の
た
め
、

橋
梁
等
の
補
強
に
よ
る
大
型
車
の
走
行
可
能
な
道
路

網
の
整
備
、
空
港
･
港
湾
な
ど
の
交
通
拠
点
や
物
流

タ
ー
ミ
ナ
ル
等
に
連
絡
す
る
道
路
の
整
備
を
行
う
と

と
も
に
、
物
流
拠
点
の
整
備
へ
の
支
援
を
推
進
す
る

必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
距
離
の
貨
物
車
等
に
つ

い
て
の
複
数
車
両
の
車
群
走
行
な
ど
、
I
T
S
を
活

用
し
た
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
通
勤
交
通
の
削
減
な
ど
情
報
通
信
に
よ
る

都
市
の
交
通
負
荷
を
軽
減
す
る
た
め
、
光
フ
ァ
イ
バ

ー
を
収
容
し
た
情
報
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
情
報
通
信
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
全
国
的
に
構
築
す
る
と
と
も
に
、
在
宅

勤
務
や
分
散
型
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
S
O
H
0
や
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
の
整
備
等
の
支
援
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

④

道
路
の
整
備
･
管
理
に
お
け
る
環
境
負
荷
の
軽
減

道
路
工
事
の
発
注
等
に
お
い
て
、
省
エ
ネ
型
の
建

設
機
械
や
工
事
車
両
の
利
用
、
工
事
期
間
の
短
縮
に

よ
る
渋
滞
の
緩
和
な
ど
、
コ
ス
ト
だ
け
で
な
く
環
境

負
荷
の
軽
減
も
含
め
た
総
合
的
な
評
価
方
法
を
導
入

し
、
環
境
負
荷
の
小
さ
な
道
路
工
事
を
推
進
す
る
必

要
が
あ
る
。



特
に
、
路
上
工
事
に
つ
い
て
は
、
車
線
数
の
減
少

討
す
る
と
と
も
に
、
路
上
工
事
の
占
用
許
可
･
承
認

や
通
行
止
め
を
と
も
な
い
交
通
渋
滞
の
要
因
と
な
る

に
あ
た
っ
て
も
、
同
時
に
行
わ
れ
る
工
事
に
つ
い
て

た
め
、
こ
れ
ま
で
も
共
同
溝
等
の
整
備
、
占
用
者
の

工
事
等
の
集
約
化
、
道
路
の
地
下
空
間
の
計
画
的
利

用
の
推
進
や
、
高
速
道
路
に
お
け
る
集
中
工
事
の
実

施
に
よ
り
縮
減
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
引
き
続
き
、

工
事
に
よ
る
渋
滞
等
の
緩
和
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
路
上
工
事
の
発
注
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路
交

通
へ
の
影
響
の
程
度
も
評
価
す
る
方
式
の
導
入
を
検

きざん花通り

　
　　

き
,

.

図15 太陽光エネルギーを活用した道路照明の

に
あ
た
っ
て
も
、
同
時
に
行
わ
れ
る
工
事
に
つ
い
て

総
合
的
に
道
路
交
通
へ
の
影
響
を
事
前
評
価
し
て
、

所
要
の
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

道
路
の
維
持
管
理
に
お
い
て
も
、
維
持
管
理
車
両

へ
の
低
公
害
車

(C
N
G
車
)
の
導
入
や
、
道
路
照

明
や
鰍
雪
設
備
等
へ
の
太
陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー

(図

1 5
)
、
風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
活
用
等
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

3

創
意
と
連
携
に
よ
る
取
り
組
み
の
推
進

①

道
路
利
用
者
の
主
体
的
取
り
組
み
と
の
連
携

国
民
一
人
ひ
と
り
、
あ
る
い
は
個
々
の
企
業
に
お

け
る
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
や
、
時
差
通
勤
、
自

転
車
の
利
用
な
ど
の
主
体
的
な
取
り
組
み
が
、
地
球

温
暖
化
防
止
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た

め
の
情
報
提
供
な
ど
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
国
民
一
人
ひ
と
り
や
個
々
の
企
業
の
取
り

組
み
が
つ
な
が
っ
て
、
組
織
的
な
取
り
組
み
と
な
っ

て
い
く
こ
と
も
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
指
針
等

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
い
て
道

路
利
用
者
や
企
業
等
が
連
携
し
て
相
乗
り
等
の
T
D

M

(交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
)
を
行
う
組
織
の
設

立
や
活
動
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
地

球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
の
実
現
に
取

り
組
む
た
め
、
地
域
に
お
け
る
道
路
利
用
に
関
す
る

テ
ー
マ
や
ビ
ジ
ョ
ン
、
取
り
組
み
の
方
針
と
プ
ロ
グ

ラ
ム
、
関
連
す
る
道
路
整
備
、
道
路
利
用
の
ル
ー
ル

や
協
定
、
取
り
組
み
体
制
等
に
つ
い
て
、
道
路
利
用

の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
策
定
し
、
そ
れ
に
基
づ

き
総
合
的
に
対
策
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

る
。

②

実
験
的
な
取
り
組
み
の
積
極
的
推
進

地
球
温
暖
化
防
止
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、

地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
と
な
る
よ

う
様
々
な
創
意
工
夫
を
行
い
、
従
来
に
な
い
取
り
組

み
を
図
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
効
果

の
程
度
や
実
施
に
と
も
な
う
関
係
者
へ
の
影
響
等
か

ら
そ
の
実
現
性
等
が
明
ら
か
で
な
い
施
策
に
つ
い
て

は
、
試
行
･
評
価
を
行
い
本
格
実
施
へ
の
移
行
等
を

判
断
す
る
社
会
実
験
等
を
活
用
し
、
積
極
的
に
新
た

な
施
策
の
導
入
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

③

新
た
な
環
境
･
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
や
ア
イ
デ
ア
の
開

発
･
活
用

地
球
温
暖
化
と
い
う
新
た
な
問
題
に
対
処
す
る
た

め
に
は
、
幅
広
い
国
民
の
参
画
を
得
つ
つ
、
新
た
な

環
境
･
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
や
ア
イ
デ
ア
の
開
発
と
そ

伽

の
活
用
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
飛
躍
的
な
効

セ行

果
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
技
術
や
ア
イ
デ
ア
の
開
発

道

に
よ
り
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
軽
減
が
効
率
的
、

4

効
果
的
に
推
進
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

4



こ
の
よ
う
な
新
た
な
技
術
や
ア
イ
デ
ア
の
開
発
を

誘
導
す
る
に
は
、
従
来
に
な
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が

必
要
で
あ
り
、
道
路
技
術
･
自
動
車
技
術
に
関
す
る

新
技
術
開
発
等
に
対
す
る
支
援
や
道
路
工
事
等
へ
の

活
用
を
図
る
新
し
い
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

④

幅
広
い
連
携
に
よ
る
取
り
組
み

地
球
温
暖
化
防
止
を
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
に

は
、
自
動
車
単
体
に
関
す
る
施
策
や
交
通
規
制
な
ど

他
の
行
政
部
門
や
地
方
自
治
体
、
地
域
の
企
業
な
ど

や
環
境
活
動
を
行
う
N
P
O
等
の
民
間
団
体
等
と
幅

広
く
連
携
を
図
り
、
効
率
的
･
効
果
的
に
対
策
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
地
球
温
暖
化
防
止
は
地
球
規
模
で
の
課
題

で
あ
り
、
世
界
各
国
が
協
力
し
て
取
り
組
む
必
要
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
先
進
国
間
で
の
環
境
関
連
の
技
術

情
報
等
の
交
換
や
共
同
研
究
開
発
、
途
上
国
へ
の
技

術
協
力
や
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
等
を
進
め

る
必
要
が
あ
る
。

む
す
び

自
動
車
の
利
用
は
、
自
由
で
利
便
性
の
高
い
パ
ー
ソ
ナ

ル
な
交
通
を
可
能
と
し
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う

な
社
会
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ

れ
ま
で
自
動
車
利
用
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
を
広
く

支
え
、
自
動
車
の
利
用
な
く
し
て
は
経
済
社
会
活
動
を
繰

り
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。

こ
の
答
申
は
、
こ
の
よ
う
な
自
動
車
利
用
を
あ
ら
た
め

て
見
直
し
、
京
都
議
定
書
で
定
め
ら
れ
た
温
室
効
果
ガ
ス

の
削
減
目
標
の
達
成
に
向
け
て
、
道
路
政
策
と
し
て
取
り

組
む
べ
き
地
球
温
暖
化
対
策
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
今
後
、
着
実
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
よ
う

強
く
要
請
す
る
と
と
も
に
、
道
路
政
策
を
進
め
て
行
く
に

あ
た
っ
て
、
そ
の
評
価
に
、
地
球
温
暖
化
防
止
へ
の
効
果

の
視
点
を
加
え
、
効
率
的
･
効
果
的
な
取
り
組
み
が
行
わ

れ
る
こ
と
を
要
請
し
た
い
。
ま
た
同
時
に
、
人
々
の
自
動

車
利
用
の
見
直
し
が
現
実
の
も
の
と
な
り
、
地
球
環
境
へ

の
負
荷
の
少
な
い
道
路
利
用
を
実
現
す
る
に
は
、
何
よ
り

も
国
民
一
人
ひ
と
り
の
地
球
市
民
と
し
て
の
自
覚
に
立
っ

た
協
力
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て

お
き
た
い
。

京
都
議
定
書
は
、
地
球
温
暖
化
問
題
に
対
す
る
世
界
的

な
取
り
組
み
の
上
で
、
画
期
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
地
球
規
模
で
進
行
し
て
い
る
問
題
で
あ
り
、

か
つ
、
地
球
上
の
人
口
が
今
後
爆
発
的
に
増
加
す
る
こ
と

が
確
実
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
地
球
温

暖
化
防
止
は
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
と
言
え

る
。
今
後
一
層
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
強
化
が
見
込
ま
れ

る
な
か
で
、
地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
の
利

用
、
道
路
の
利
用
が
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

本
当
の
意
味
で
自
動
車
の
効
用
を
享
受
す
る
と
い
う
こ

道行セ 99.12

と
は
、
地
球
市
民
と
し
て
の
マ
ナ
ー
を
も
っ
た
道
路
利
用

　　

が
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

4

い
。



地
方
分
権
と
道
路
行
政

第
3
回
)

地
方
分
権
に
伴
う
道
路
関
係
法
律
の
改
正
に
つ
い
て

(道
路
運
送
法
そ
の
他

編
)

道
路
局
路
政
課

一

は
じ
め
に

本
誌
で
は
五
月
号
で

｢地
方
分
権
と
道
路
行
政

(第
1

回
)｣
と
題
し
、
平
成
五
年
衆
参
本
会
議
の
地
方
分
権
の

推
進
に
関
す
る
決
議
｣
か
ら
、
平
成
三

年
七
月
八
日
に

成
立
し
た

｢地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

(以
下

｢地
方
分
権
一
括
法
｣

と
い
う
。)｣
ま
で
の
地
方
分
権
推
進
の
流
れ
を
た
ど
り
、

九
月
号
で
は
地
方
分
権
一
括
法
の
概
要
と
道
路
法
の
改
正

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
た
。
本
号
に
お
い
て
は
そ
の
続
き
と

し
て
、
本
則
改
正
を
行
っ
た
建
設
省
道
路
局
所
管
法
律
一

〇
本
の
中
の
道
路
法
を
除
く
道
路
関
係
法
律
九
本
の
改
正

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

道
路
運
送
法
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

道
路
運
送
法
は
、
道
路
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確

保
等
を
目
的
と
し
て
、
道
路
運
送
事
業

(旅
客
自
動
車
運

送
事
業
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
、
旅
客
軽
車
両
運
送
事

業
及
び
自
動
車
道
事
業
)
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
法
律

で
あ
る
。
同
法
は
運
輸
省
の
所
管
法
律
だ
が
第
四
章

(自

動
車
道
及
び
自
動
車
道
事
業
)
に
つ
い
て
が
建
設
省
･
運

輸
省
共
管
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

･
第
二
条
第
五
項
、
第
七
項
、
第
四
十
五
条
、
第
八
十

八
条
第

一
項
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
四
条
第

一
項

i
第
三
項
、
第
九
十
九
条
関
係

地
方
分
権
推
進
計
画
に
お
い
て
は

｢従
前
の
個
別

の
機
関
委
任
事
務
に
つ
い
て
は
、
社
会
経
済
情
勢
等

の
変
化
に
よ
り
、既
に
役
割
や
使
命
を
終
え
た
も
の
｣

等
、
事
務
自
体
を
廃
止
す
る
こ
と
が
適
当
と
判
断
さ

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
廃
止
と
さ
れ
た
こ
と
を
受
け

て
、
旅
客
軽
車
両
運
送
事
業
に
関
す
る
事
務
を
廃
止

す
る
。

･
第
八
十
八
条
関
係

機
関
委
任
事
務
の
廃
止
に
伴
い
、
都
道
府
県
知
事

に

｢委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
し
て
い
た
建
設

大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
政
令
で
定
め

る
も
の
を
、
都
道
府
県
知
事
が

｢行
う
こ
と
と
す
る

鰯

こ
と
が
で
き
る
｣
と
改
め
る
。

セ行道

･
第
九
十
五
条
の
二
関
係

6

建
設
大
臣
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
そ
の
他
の
書
類

“



に
つ
い
て
は
、
自
動
車
道
事
業
規
則

(以
下

｢事
業

規
則
｣
と
い
う
。)
第
三
条
及
び
自
動
車
道
事
業
報

告
規
則

(以
下

｢報
告
規
則
｣
と
い
う
。)
第
四
条

に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
を
経
由
す
る
も
の
と
さ
れ

て
い
る
が
、
本
経
由
事
務
は
、

①

自
動
車
道
事
業
の
認
可
の
申
請
等
に
つ
い
て
書

類
の
不
備
等
の
形
式
検
査
を
都
道
府
県
知
事
に
行

わ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

②

自
動
車
道
事
業
に
関
す
る
申
請
等
を
行
う
者
の

利
便
性
の
観
点
か
ら
行
う
も
の
あ
る
こ
と
か
ら
、

法
定
受
託
事
務
と
し
て
位
置
付
け
る
必
要
が
あ

る
。
法
定
受
託
事
務
は
法
律
又
は
政
令
で
定
め
る

こ
と
を
要
す
る
か
ら
、本
条
に
お
い
て
規
定
す
る
。

･
九
十
五
条
の
三
関
係

第
九
十
五
条
の
二
の
経
由
事
務
、
一
般
自
動
車
道

に
関
す
る
測
量
等
の
た
め
に
他
人
の
土
地
に
立
ち
入

る
際
に
必
要
と
な
る
許
可
等
の
事
務
を
、
都
道
府
県

が
処
理
す
る
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

･
そ
の
他
条
項
ず
れ
等
の
形
式
的
改
正
。

三

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

道
路
整
備
特
別
措
置
法
は
、
道
路
整
備
の
促
進
、
交
通

の
利
便
の
増
進
を
目
的
と
し
て
、
有
料
道
路
の
新
設
、
改

築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
行
う
場
合
の
特
別
の

措
置
を
定
め
た
法
律
で
あ
る
。

･
第
八
条
第
四
項
関
係
･
第
六
項
関
係

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
新
設
又
は

改
築
す
る
一
般
有
料
道
路
事
業
に
つ
い
て
、
工
事
方

法
又
は
工
事
予
算
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き

(路

線
名
及
び
工
事
の
区
間
と
、
料
金
又
は
料
金
の
徴
収

期
間
を
併
せ
て
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。)

に
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
た
も
の
を
、
協
議
を
も
っ
て
足
り
る
こ
と
と

す
る
。

･
第
九
条
第
一
項
i
第
三
項
関
係

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
新
設
又
は

改
築
す
る
一
般
有
料
道
路
に
つ
い
て
、
工
事
を
廃
止

し
よ
う
と
･す
る
と
き
に
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
も
の
を
、
建
設
大
臣

に
協
議
し
、
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
。

･
第
十
五
条
第
三
項
;
第
六
項
関
係

地
方
公
共
団
体
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
新
設
又
は

改
築
す
る
一
般
有
料
道
路
に
つ
い
て
、
工
事
の
検
査

の
結
果
、
許
可
を
受
け
た
工
事
方
法
に
適
合
し
な
い

と
認
め
る
と
き
に
、
建
設
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事

が
行
う
措
置
命
令
を
、
是
正
の
要
求
又
は
是
正
の
勧

告
と
い
う
関
与
形
態
に
緩
和
す
る
。
ま
た
都
道
府
県

知
事
は
検
査
の
結
果
、
勧
告
の
内
容
等
を
建
設
大
臣

に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

･
そ
の
他
、
引
用
す
る
道
路
法
の
規
定
の
改
正
に
伴
う

改
正
を
す
る
。

四

踏
切
道
改
良
促
進
法
の
改
正
ポ
イ
ン
ト

踏
切
道
改
良
促
進
法
は
踏
切
道
の
改
良
を
促
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
踏
切
事
故
の
防
止
及
び
交
通
の
円
滑
化
を
図

る
た
め
、
運
輸
大
臣
及
び
建
設
大
臣
が
立
体
交
差
化
又
は

構
造
改
良
が
必
要
な
踏
切
道
を
指
定
す
る
と
と
も
に
、
鉄

道
事
業
者
及
び
道
路
管
理
者
に
対
し
て
立
体
交
差
化
計
画

又
は
構
造
改
良
計
画
の
提
出
及
び
当
該
計
画
の
実
施
を
義

務
づ
け
て
い
る
。
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･
第
四
条
第
二
項
･
第
五
項
関
係

指
定
市
以
外
の
市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
が
、

踏
切
道
の
立
体
交
差
化
計
画
及
び
構
造
改
良
計
画
を

建
設
大
臣
に
提
出
す
る
場
合
は
、
踏
切
道
の
立
体
交

差
化
及
び
構
造
の
改
良
に
関
す
る
省
令
第
四
条
に
基

づ
き
都
道
府
県
知
事
を
経
由
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
、
本
経
由
事
務
は
、

①

立
体
交
差
化
計
画
等
の
提
出
に
つ
い
て
書
類
の

不
備
等
の
形
式
検
査
を
都
道
府
県
知
事
に
行
わ
せ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と

②

立
体
交
差
化
計
画
等
の
提
出
を
行
う
者
の
利
便

性
の
観
点
か
ら
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
法
定
受
託
事
務
と
し
て
位
置
付
け
る
必
要
が



あ
る
。
こ
の
た
め
、
法
定
受
託
事
務
は
法
律
又
は
政

令
で
定
め
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
、
本
条
に
お
い
て

規
定
す
る
。

五

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
一部
改
正
関
係

共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
は
、
共
同
溝

の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、路
上
工
事
を
縮
減
し
、

道
路
の
構
造
の
保
全
と
円
滑
な
道
路
交
通
の
確
保
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
法
律
で
あ
る
。

･
第
三
条
第
五
項
関
係

都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
が
道
路
法
第
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
区
間
内
の
国
道

に
つ
い
て
管
理
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
第
二
項
に

基
づ
き
意
見
を
述
べ
る
事
務
及
び
第
三
項
に
基
づ
き

都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
事
務
を
法
定

受
託
事
務
と
す
る
。

･
そ
の
他
、
道
路
法
の
改
正
に
伴
う
改
正
及
び
語
句
の

適
正
化
を
す
る
。

六

道
路
法
の
一部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部

改
正

･
附
則
第
三
項
関
係

道
路
法
第
十
二
条
に
お
い
て
は
国
道
の
新
設
･
改

築
は
原
則
と
し
て
建
設
大
臣
が
行
う
が
、
政
令
で
定

め
る
特
別
の
事
情
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
及
び
指
定

市
の
長
が
行
う
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
項
は
当
該

事
務
を
当
分
の
間
、
そ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
都
道

府
県
知
事
又
は
指
定
市
の
長
に
委
任
で
き
る
旨
規
定

し
て
お
り
、
今
回
、
道
路
法
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
事

務
の
主
体
等
を
改
正
す
る
。

･
附
則
第
四
項
関
係

前
項
の
事
務
を
都
道
府
県
又
は
指
定
市
の
行
う
法

定
受
託
事
務
と
す
る
。

七

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊

急
措
置
法
の
一部
改
正

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法

は
、
総
合
的
な
計
画
の
も
と
に
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、交
通
環
境
の
改
善
を
行
い
、

交
通
事
故
の
防
止
･
交
通
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
法
律
で
あ
る
。

･
第
八
条
第
三
項
関
係

都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
道
路
管
理
者
が
作
成

し
た
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
計
画

が
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
七
箇
年
計
画

に
照
ら
し
て
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
に
は
、
国

家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
当
該
道
路
管
理

者
に
対
し
て
、
地
方
自
治
法
の
一
般
ル
ー
ル

(地
方

自
治
法
三
百
四
十
五
条
の
五
関
係
)
に
基
づ
く
是
正

の
要
求
に
よ
り
七
箇
年
計
画
に
即
し
た
実
施
計
画
を

担
保
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
本
項
の
変
更

の
指
示
を
廃
止
す
る
。

･
そ
の
他
、
道
路
法
の
改
正
に
伴
う
改
正
及
び
語
句
の

適
正
化
を
す
る
。

八

地
方
道
路
公
社
法
の
一部
改
正

地
方
道
路
公
社
は
、
有
料
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、

修
繕
、
そ
の
他
の
管
理
を
行
い
、
地
方
的
な
幹
線
道
路
の

整
備
を
促
進
し
て
交
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
住
民
の
福
祉

の
増
進
と
産
業
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
。

･
第
四
条
第
三
項
関
係

地
方
公
共
団
体
が
地
方
道
路
公
社
に
出
資
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
必
要
な
自
治
大
臣
の
承
認
を
、
協
議

と
す
る
。

･
第
二
十

一
条
第
三
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
六
条

第

一
項
、
第
三
十
八
条
第

一
項
、
第
三
十
九
条
、
第

四
十
一
条
第

一
項
、
第
四
十
四
条
関
係

“

従
前
、
都
道
府
県
及
び
政
令
で
定
め
る
市
が
設
立

セ行

す
る
地
方
道
路
公
社
に
関
し
、
都
道
府
県
知
事
及
び

道

政
令
で
定
め
る
市
の
長
の
行
う
事
務
の
主
体
は
、
機

8

関
委
任
事
務
で
あ
る
も
の
は

｢都
道
府
県
知
事
｣
、

4



団
体
委
任
事
務
で
あ
る
も
の
は

｢設
立
団
体
の
長
｣

と
さ
れ
て
い
た
。
機
関
委
任
事
務
の
廃
止
に
伴
い
自

治
事
務
と
整
理
さ
れ
た
も
の
の
事
務
の
主
体
に
つ
い

て
は
、
｢設
立
団
体
の
長
｣
に
統
一
し
て
規
定
す
る
。

･
第
四
十
条
第
三
項
関
係

地
方
道
路
公
社
が
建
設
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書

等
の
経
由
事
務
を
都
道
府
県
又
は
市
が
処
理
す
る
法

定
受
託
事
務
と
す
る
。

･
そ
の
他
条
項
ず
れ
等
の
形
式
的
改
正
。

九

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
は
、
道
路
交

通
騒
音
に
よ
り
生
ず
る
障
害
を
防
止
し
、
併
せ
て
適
正
か

つ
合
理
的
な
土
地
利
用
を
図
り
、
円
滑
な
道
路
交
通
の
確

保
と
良
好
な
市
街
地
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

･
第
五
条
第

一
項
関
係

①

都
道
府
県
知
事
は
国
道
に
つ
い
て
も
沿
道
整
備

道
路
に
指
定
で
き
る
こ
と
、

②

沿
道
整
備
道
路
に
関
し
て
、
国
の
財
政
上
、
税

制
上
の
措
置

(防
音
工
事
の
助
成
、
緩
衝
建
築
物

に
係
る
税
制
上
の
特
例
等
)
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、

沿
道
整
備
道
路
の
指
定
は
こ
れ
ら
の
措
置
の
前
提

と
な
る
行
為
で
あ
る
こ
と
、

か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
沿
道
整
備
道
路
の
指
定
を

す
る
と
き
に
は
、
建
設
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意

を
受
け
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
。

･
第
十
条
の
二
第
四
項
、
第
十
条
の
四
第
二
項
、
第
十

条
の
七
第
一項
関
係

沿
道
整
備
権
利
移
転
等
促
進
計
画
に
基
づ
き
権
利

の
移
転
等
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
国
の
税
制
上
の

特
例

(登
録
免
許
税
の
軽
減
、
事
業
用
資
産
の
買
換

え
特
例
)
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市

町
村
が
当
該
計
画
を
定
め
よ
う
と
す
る
場
合
は
都
道

府
県
知
事
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
受
け
る
こ
と
を

要
す
る
こ
と
と
す
る
。

･
第
十
条
の
七
第
二
項

都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
り
開
発
許
可
等
の
事
務

が
特
例
市
に
も
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
形
式
改
正

を
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
〇

東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一部
改
正

･
第
四
条
第
二
項
関
係

地
方
公
共
団
体
が
東
京
湾
横
断
道
路
建
設
事
業
者

に
出
資
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
必
要
な
自
治
大
臣
の

承
認
を
、
自
治
大
臣
と
の
協
議
と
す
る
。

あ
と
が
き

地
方
分
権
一
括
法
は
、
平
成
三
一年
四
月
一
日
に
施
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
向
け
て
関
係
政
省

令
の
改
正
作
業
等
が
進
捗
中
で
あ
る
。
建
設
省
に
関
し
て

は
、
平
成
三

年
三

月
一
〇
日

｢地
方
分
権
の
推
進
を

図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
建
設
省
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
｣
が

公
布
さ
れ
た
。
省
令
に
つ
い
て
も
年
明
け
の
公
布
が
目
途

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
で
は
本
号
以
降
、
上
記
地
方
分
権

に
伴
う
建
設
省
関
係
政
省
令
の
う
ち
、
道
路
局
所
管
部
分

に
つ
い
て
、
追
っ
て
解
説
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。
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道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

山
形
県
に
お
け
る
新
た
な
道
路
計
画

｢ゆ
と
り
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
二
〇
〇
七
｣
に
つ
い
て

山
形
県
土
木
部
道
路
整
備
課

一

は
じ
め
に

山
形
県
は
、
平
成
一
〇
年
度
か
ら
一
〇
箇
年
間

(前
期

H
m
…
H
M
･
後
期
H
蜷
~
H
g

で
予
定
し
て
い
る
主

な
道
路
整
備
の
箇
所
を
記
載
し
た

｢山
形
県
に
お
け
る
新

た
な
道
路
計
画
｣
(道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
)

を
平
成
三

年
六
月
二
九
日
に
公
表
し
ま
し
た
。
策
定
主

体
は
山
形
県
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
本
県

に
お
け
る
道
路
の
現
状
と
課
題
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、

県
民
参
加
型
の
新
た
な
手
法
を
採
用
し
て
計
画
策
定
し
た

も
の
で
、
こ
れ
ら
を
県
民
の
皆
様
に
広
く
周
知
し
、
県
民

と
一
体
と
な
っ
た
道
路
整
備
の
計
画
策
定
及
び
計
画
的
･

効
率
的
な
整
備
の
実
施
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。

な
お
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
な
ど
に
的
確
に
対
応
す
る

｢もっと安全に、もっと快適に｣をめざし

様

山形県における新たな道路計画
｢道路の整備に関するプログラム｣ (山形県版)

平成刊年6月29日公表
(ホームページアドレス) http://w w w .pre上yam agata.jp



た
め
、
概
ね
三
、
四
年
後

(平
成
一
五
年
頃
)
に
見
直
す

予
定
と
し
て
お
り
ま
す
。

二

道
路
整
備
の
現
況
と
課
題

○

道
路
延
長

平
成
一
〇
年
四
月
現
在
、
道
路
の
実
延
長
は
そ
れ
ぞ
れ

国
道
一
、
三
一0
･
六
〇
九
如
、
県
道
二
、
四
九
六
･
二

六
一
如
、
市
町
村
道
一
て

五
三
七
･
八
二
二
如
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
道
路
改
良
率
は
、
国
道
で
九
三
･
五
%
、

県
道
で
は
八
五
･
○
%
、
市
町
村
道
で
は
五
九
･
八
%
で

あ
り
ま
す
。

⑭

自
動
車
の
利
用

東
北
地
方
の
自
動
車
分
担
率
は
東
京
都
に
比
較
し
て
大

き
く
、
山
形
県
は
東
北
六
県
に
お
い
て
最
も
高
い
率
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
旅
客
流
動
に
お
い
て
増
大
の
傾
向
に

あ
り
約
九
七
%
、
貨
物
流
動
で
は
旅
客
流
動
よ
り
大
き
な

ウ
エ
イ
ト
で
約
九
人
%
を
占
め
て
い
ま
す
。
(平
成
人
年

度
)③

広
域
の
交
流
を
支
え
る
道
路

高
規
格
幹
線
道
路
の
う
ち
、
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道

の
供
用
延
長
は
、
山
形
県
は
七
二
虹
と
青
森
県
に
次
い
で

短
く
、
他
県
と
比
較
し
て
大
き
く
遅
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

国
県
道
の
多
車
線
化
率
は
、
東
北
平
均
に
も
達
し
て
お
ら

ず
、
全
国
に
対
し
て
は
三
分
の
一
程
度
で
あ
り
ま
す

(図

1
)
。
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　　図 1 山形県の道路整備の現況と課題 (その 1 )
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④

地
域
を
支
え
る
道
路

県
内
の
混
雑
時
旅
行
速
度
は
東
北
地
方
の
中
で
最
も
遅

く
三
六
如
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
空
港
ま
で
三
〇
分
を
超
え
る
市
町
村
は
二
二
市
町

村
で
あ
り
、
高
速
I
C
ま
で
三
〇
分
を
超
え
る
市
町
村
は

一
三
市
町
村
で
あ
り
ま
す
。

⑮

都
市
活
動
を
支
え
る
道
路

県
内
の
都
市
計
画
道
路
の
整
備
率
は
、
東
北
地
方
の
中

で
最
も
低
く
約
三
九
%
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
都
市
内

道
路
の
多
車
線
化
率
は
東
北
平
均
の
約
七
割
と
な
っ
て
お

り
、
多
車
線
道
路
の
整
備
が
遅
れ
て
い
ま
す
。

⑬

生
活
を
支
え
る
道
路

県
内
に
お
い
て
大
型
車
の
す
れ
違
い
の
で
き
な
い

(五
･
五
m
未
満
)
区
間
が
約
一
九
%
で
東
北
地
方
の
中

で
最
も
低
く
な
っ
て
い
ま
す

(図
2
)。

三

新
た
な
道
路
計
画
策
定
ま
で
の
流
れ

計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
オ
ー

プ
ン
で
わ
か
り
や
す
い
方
法
で
の
策
定
を
目
指
し
て
、県
民

の
方
々
と
対
話
を
行
い
な
が
ら
作
成
す
る
県
民
参
加
型
の

新
た
な
方
法
で
あ
る
P
I
方
式
を
採
用
し
て
広
く
県
民
の

意
見
を
取
り
入
れ
た
計
画
づ
く
り
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た

県
内
の
道
路
網
や
交
通
の
現
況
に
つ
い
て
幅
広
く
分
析
し

て
、
道
路
整
備
の
置
か
れ
た
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
取
り
組
み
を
目
指
し
ま
し
た
。

平
成
八
年
七
月
か
ら
計
四
回
、
山
形
大
学
柴
田
洋
雄
人

う袈平成9年度濱路交通センサス

鬮混雑時平均旅行速度

耐
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図 2 山形県の道路整備の現況と課題 (その2 )

圏空港及び高速IC までのアクセス時間
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文
学
部
長

(委
員
長
)
他

一
〇
名
の
委
員
で
構
成
す
る

｢山
形
県
地
方
懇
談
会
｣
を
開
催
し
、
道
路
整
備
の
基
本

方
針
及
び
山
形
県
の
新
た
な
道
路
計
画
の
基
本
的
な
考
え

方

(案
)
の
検
討
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
九
年
六
月
に
、

そ
の

(案
)
に
対
す
る
意
見
を
新
聞
掲
載
等
で
公
募
し
、

ま
た
平
成
一
〇
年
一
〇
月
に
は
具
体
的
な
道
路
整
備
箇
所

例
示
の
意
見
公
募
も
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
踏

ま
え
て
、
道
路
の
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
素
案
を
作
成
し
、

関
係
者
及
び
関
係
機
関
と
最
終
調
整
を
行
っ
た
後
、
平
成

3 山形県のおける新たな道路計画策定までの流れ

三

年
六
月
二
九
日
に
公
表
し
ま
し
た
。

公
表
後
、
地
元
地
方
紙
へ
広
告
の
掲
載
、
ラ
ジ
オ
で
の

広
報
、
県
の
出
先
機
関
で
の
配
布
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
、
商

工
会
･
青
年
会
議
所
で
の
説
明
会
の
開
催
、
県
政
モ
ニ
タ

ー
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

｢
ゆ

と
り
都
｣
へ
の
掲
載
や
一
一
月
二
〇
日
に
は
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
内
容
を
具
体
的
な
映
像
で
紹
介
し
た
三
〇
分
の
T
V
番

組
を
放
映
す
る
等
広
報
活
動
に
努
め
て
お
り
ま
す
。更
に
、

一
一
月
二
五
日
に
県
民
会
館
に
お
い
て

｢ゆ
と
り
と
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
二
〇
〇
七
｣
山
形
県
道
路
整
備
促
進
県
民
大
会

を
開
催
し
ま
し
た
。
来
賓
と
し
て
藤
本
国
道
課
長
ほ
か
多

数
の
出
席
を
得
て
、
約
千
五
百
人
が
参
集
し
、
道
路
の
整

備
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
現
の
た
め
関
係
機
関
に
対
し
働
き
か

け
る
決
議
を
採
択
し
閉
会
し
ま
し
た

(図
3
)。

以
下
に

｢山
形
県
に
お
け
る
新
た
な
道
路
計
画
｣
の
概

要
を
紹
介
し
ま
す
。

四

道
路
整
備
に
関
す
る
県
民
の
声

山
形
県
の
新
た
な
道
路
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方
(案
)

の
意
見
公
募
な
ど
、
県
民
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
意

見
や
ご
提
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。

第
一
位

高
規
格
幹
線
道
路
と
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備

第
二
位

渋
滞
の
緩
和
策
の
推
進

第
三
位

生
活
圏
間
、
主
要
都
市
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形

成

第
四
位

広
幅
歩
道
の
整
備
、
電
線
類
の
地
中
化

第
五
位

複
数
高
速
施
設

発
工港
、
新
幹
線
、
高
速
道
路

I
C
等
)
三
〇
分
圏
構
想
の
推
進

第
五
位

災
害
に
強
い
道
路
構
造
へ
の
配
慮

五

道
路
整
備
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン

新
し
い
全
国
総
合
開
発
計
画
、
山
形
県
新
総
合
発
展
計

画
を
踏
ま
え
、
県
民
の
方
々
の
声
や
山
形
県
地
方
懇
談
会

の
ご
意
見
及
び
ご
提
案
を
反
映
し
た
道
路
整
備
の
将
来
ビ

ジ
ョ
ン
を
ま
と
め
ま
し
た

(図
4

･
図
5
)
。
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新たな通路計画スタート
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図4 道路整備の基本方針

図5 道路整備の基本目標
表 1 プログラム箇所一覧

新たな交流を支える道路の整備

高規格幹線道路等の建設促進 (右表)
(1 ) 高規格幹線道路と地域高規格道路の整備
(2 ) 県内半日行動圏構想の推進

県土を一体化する道路ネットワークの形成 (右下表)
(1 ) 複数高速交通施設 (空港、新幹線、高速道路IC

等) 30分圏構想の推進

(2 ) 生活圏間、主要都市間ネットワークの形成
(3 ) 航空、海上交通等の他交通施設との連結強化

G勤高邁自動車回避に鰻行する一殻圓遺自動車専用道路も記辞しています。
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(プログラム箇所の公表基準)

高速自動車国道 :整備計画箇所
一 般 国 道 :主要な改築事業箇所1 , 上記の ｢プログラム箇所の公表基準｣ を満足

している箇所を掲載していますが、 それ以外

の箇所についても道路整備を進めてまいりま

す。
2 . 前 ･後期 5箇年の整備目標は、 用地取得や埋

蔵文化財調査等が予定通りの進捗、 並びに現

時点で考えられる今後の県財政事情等を前提
条件とした現時点でのものであり、 今後それ

らの状況変化によっては整備目標が変更とな

ることもあります。

県 市 町村 道 :全体事業費が概ね10億円 (街路は30億円)

交通安全施設 :全体事業費が概ね 5億円以上の箇所

土地区画整理 :国道 ･県道 ･街路等の交通ネットワーク

と密接に関連する箇所

六

道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
箇
所

道
路
整
備
の
基
本
目
標
の
各
項
目
に
よ
り
分
類
し
、
各

　 　　
娘畠 遊佐町

↓ " 窺笙川町
酒田港 霧

平田匂 の ‐ ‘ 図
　 　 　 　 　 　 　

種
の
道
路
を
公
表
基
準
に
基
づ
い
て
図
示
し
ま
し
た

(表

庄内空港

回国中 " "
尾花沢市

至古川市
　 　

大藏日

ご、"へさ き
〆 型仙台市

　　　 　　　 　　　　　 　 　　　　 　
　　　 　

　　　
　　　　 　　　　　　　　
　　　　　 　　　

･ U 計画中　 　　 　
　　 　　 　 　　　

･ 、
憲“●‐ ………‐………‐.‐ ｣~ ㈹ 覊震 4b

　 　 　　 　
　　 　　 　 　　 　 　　

　 　　
　 　　

　　 　 　　 　　　 　　　 　

細跡部 錠行するヤ鎚囮磁目鴎準謝用道,脅を許し

^ ＼‘ん 則 5 Hlo鳧H"4 の′＼
＼＼ 整饑目嬢(回誼及び燥誼トジでノ

26ち ゆ ,競聞 区 分 記号競聞 区 分 記号

　　　　　　　　

　
　 　　　　　　　

堕飼目煤については田所-錠費艀l6やPlB)　　　　　
　　 　　　　

図 6 プログラム箇所図 (全県版)
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m
･
第“

1具
･
?“お蜷

月
･日

世
界

の
動
き

○
中
央
ア
ジ
ア
の
キ
ル
ギ
ス
南
部
で
イ
ス
ラ
ム
武
装
勢
力
に
粒
致

さ
れ
た
日
本
人
技
師
四
人
と
キ
ル
ギ
ス
人
通
訳
一
人
の
人
質
五
人

が
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
北
部
で
無
事
解
放
さ
れ
、
六
三
日
ぶ
り
に
解

決
し
た
。

○
米
財
務
省
発
表
に
よ
る
と
、
一
九
九
九
会
計
年
度

(九
八
年
一

〇
月
…
九
九
年
九
月
)
の
連
邦
政
府
の
財
政
収
支
は
前
年
度
比
七

七
･
三
%
増
の
一
、
二
二
七
億
四
、
0
0
0
万
ド
ル
の
黒
字
で
、

二
年
連
続
の
黒
字
と
な
っ
た
。
歳
出
の
伸
長
が
押
さ
え
ら
れ
た
反

面
、
好
景
気
で
税
収
が
大
幅
に
伸
び
た
。

○
ト
ル
コ
北
西
部
で
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

(M
)
7
･
2
の
強
い
地

震
が
あ
り
、
ト
ル
コ
の
危
機
管
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
、
発
生
三

日
後
で
死
者
約
三
五
〇
人
、
負
傷
者
三
、
○
○
0
人
を
超
え
た
。

○
中
国
の
世
界
貿
易
機
関

(W
T
O
)
加
盟
を
め
ぐ
る
米
中
間
の

閣
僚
級
交
渉
が
妥
結
し
、
関
係
閣
僚
が
合
意
書
に
署
名
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
中
国
が
一
三
年
が
か
り
で
加
盟
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実

と
な
っ
た
。

○
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

(F
R
B
)
が
公
定
歩
合
と
フ
ェ
デ

ラ
ル
フ
ァ
ン
ド

(F
F
)
金
利
の
誘
導
目
標
を
と
も
に
0
･
二

五
%
引
き
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
年
五
･
0
%
、
五
･
五
%
と
し
て
即

日
実
施
し
た
。

○
経
済
協
力
開
発
機
構

(O
E
C
D
)
が
加
盟
二
九
ヵ
国
の
経
済

見
通
し
を
発
表
し
た
。
一
九
九
九
年
の
日
本
の
国
内
総
生
産

(G

D
P
)
実
質
成
長
率
に
つ
い
て
、
今
年
五
月
の
マ
イ
ナ
ス
○
･

九
%
か
ら
プ
ラ
ス
ー
･
四
%
に
上
方
修
正
し
た
。

事

項

m
･
“

n
･
5u

郷
月
･日

国
内

の
動

き

○
総
務
庁
発
表
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
と
、
九
月
の
完
全
失
業
率

は
四
･
六
%

(季
節
調
整
値
)
で
、
前
年
に
比
べ
て
○
･
一
ポ
イ

ン
ト
低
下
し
、
三
年
半
ぶ
り
に
二
ヵ
月
連
続
の
改
善
と
な
っ
た
。

○
政
府
が
来
年
四
月
に
ス
タ
ー
ト
す
る
介
護
保
険
制
度
に
つ
い

て
、
｢円
滑
な
実
施
の
た
め
の
特
別
対
策
｣
を
決
め
、
発
表
し
た
。

内
容
は
①
六
五
歳
以
上
の
保
険
料
の
徴
収
を
半
年
間
見
合
わ
せ
、

そ
の
後
一
年
間
は
半
額
と
す
る
。
②
四
0
~
六
四
歳
の
負
担
軽
減

の
た
め
、
財
政
が
悪
化
し
て
い
た
健
康
保
険
組
合
や
国
民
健
康
保

険
を
対
象
に
国
が
一
年
分
を
財
政
支
援
す
る
-
な
ど
。

○
政
府
は
経
済
対
策
閣
僚
会
議
で
総
合
的
な
経
済
対
策
と
し
て
、

｢経
済
新
生
対
策
｣
を
決
め
た
。
中
小
･
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
振

興
や
情
報
化
の
推
進
な
ど
二
一
世
紀
に
向
け
た
社
会
資
本
の
整
備

な
ど
で
、
総
事
業
規
模
は
約

一
八
兆
円
。
堺
屋
経
済
企
画
庁
長
官

は
、
｢対
策
は
今
後

一
年
間
で
実
質
国
内
総
生
産

(G
D
P
)
を

一
･
六
%
程
度
押
し
上
げ
る
｣
と
説
明
し
た
。

○
神
奈
川
県
警
元
警
部
補
の
覚
せ
い
剤
使
用
も
み
消
し
事
件
で
、

同
県
警
の
村
上
徳
光
本
部
長
が
当
時
の
渡
辺
泉
郎
本
部
長

(五
五
)

を
は
じ
め
元
幹
部
ら
九
人
を
横
浜
地
検
に
書
類
送
検
す
る
と
発
表

し
た
。

○
宇
宙
開
発
事
業
団
が
国
産
の
大
型
ロ
ケ
ッ
ト
H
2
の
8
号
機
の

打
ち
上
げ
に
失
敗
、
安
全
の
た
め
爆
破
指
示
の
信
号
を
送
っ
た
。

打
ち
上
げ
直
後
に
制
御
で
き
ず
爆
破
し
た
の
は
日
本
で
は
初
め
て
。

○
政
府
が
今
年
度
の
文
化
勲
章
を
日
本
文
化
研
究
の
梅
原
猛
氏

(七
四
)
ら
五
人
に
贈
る
と
発
表
。
文
化
功
労
者
に
は
作
曲
家
の

團
伊
玖
磨
氏

(七
五
)
ら
五
人
が
選
ば
れ
た
。

事

項

m
･
“30

14
･

OJ

月
･日

道
路
行
政

の
動
き

○
山
形
自
動
車
道
西
川
I
C
~
月
山
I
C
間

(
ニ
ハ
･
五
畑
)
が

開
通
。

0
上
信
越
自
動
車
道
中
郷
I
C
~
上
越
I
C
T

(二
0
･
四
皿
)

が
開
通
。
北
陸
自
動
車
道
上
越
I
C
と
名
立
谷
浜
J
C
間
の
四
車

線
化
も
開
通
。

○
中
部
縦
貫
自
動
車
道
油
坂
峠
道
路
の
白
鳥
I
C
ー
白
鳥
西
I
C

間
三
･
二
如
が
開
通
。
油
坂
峠
道
路
は
一
一
如
が
全
通
し
東
海
北

陸
自
動
車
道
と
直
結
し
た
。

○
徳
島
県
と
香
川
県
の
県
境
、
四
国
横
断
自
動
車
道
の
大
坂
ト
ン

ネ
ル

(延
長
二
、
0
五
四
m
)
板
野
I
C
~
津
田
東
I
C
間
が
貫

通
。

○
一
般
国
道
八
号
米
原
バ
イ
パ
ス
の
和
田
~
顔
戸
間

(二
畑
)
の

四
車
線
化
が
開
通
。

事

項

道行セ 99.12



誌は、執筆者が個人の責任において自由に
書く建前をとっております。したがって意見
にわたる部分は個人の見解です。また肩書は
原稿執筆及び座談会実施時のものです。

個
お

が
て

者

っ
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と

執
を
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前

は
建

誌
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本
書

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

富
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江
戸
時
代
の
易
者
新
井
白
蛾
著

｢易
学
小
筌
｣
は

文
庫
判
二
百
頁
ほ
ど
の
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
今
で

も
古
書
展
で
良
く
見
か
け
る
か
ら
、
当
時
可
成
り
大

量
に
出
版
さ
れ
た
か
そ
の
後
の
復
刻
本
か
も
知
れ
な

い
。
｢易
学
小
筌
｣は
従
来
の
解
説
本
と
違
っ
て
、
む

ず
か
し
い
漢
字
の
羅
列
を
避
け
た
大
衆
わ
か
り
の
す

る
本
で
あ
る
。
勿
論
、
易
の
根
本
で
あ
る
卦
象
と
卦

名
は
易
経
の
と
お
り
だ
が
、
各
々
の
卦
の
特
徴
を
僅

か
六
文
字
二
行
で
表
現
す
る
と
い
う

“判
じ
文
“
形

式
を
と
っ
て
い
る
。
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で
万
象
の

意
を
表
す
日
本
人
好
み
の
俳
譜
や
和
歌
的
手
法
と
い

っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
だ
け
に
読
み
手
側
の
広
い
知
識

が
要
求
さ
れ
る
の
だ
が
、
自
分
な
り
の
読
み
方
で
も

結
構
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

鎖
国
に
よ
っ
て
海
外
の
文
物
に
耳
目
を
関
さ
れ
た

江
戸
時
代
の
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
支
配
層
や
富
者
の

専
用
と
さ
れ
て
来
た
古
い
輸
入
も
の
を
大
衆
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
江
戸
文
化
を
創
造
し
た
。
今
日
、
古

典
的
芸
術
と
い
わ
れ
る
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
、
或
い
は

俳
譜
、
絵
画
な
ど
は
鎖
国
に
よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
純

生
の
日
本
文
化
で
あ
る
。
易
占
い
も
同
じ
で
、
易
経

の
中
に
ひ
そ
ん
で
い
た
占
い
の
要
素
を
取
り
出
し
、

大
衆
の
不
安
に
答
え
る

｢易
学
小
筌
｣
の
よ
う
な
占

術
本
が
流
行
し
た
の
も
こ
の
時
代
な
ら
で
は
の
雰
囲

気
の
よ
う
だ
。
白
蛾
流
の
象
意
解
釈
は
短
い
な
が
ら

も
漢
文
で
あ
り
中
国
の
故
事
が
出
て
来
る
が
、
今
日

と
違
い
漢
字
文
化
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
と
浸
っ
て
い
た

当
時
の
大
衆
に
は
そ
の
よ
う
な
故
事
も
容
易
に
理
解

で
き
た
で
あ
ろ
う
o

地
天
泰
と
い
う
の
は
、
泰
平
、
安
泰
の
語
源
に
な

っ
た
吉
卦
で
あ
る
。
こ
の
卦
を
算
木
の
象
で
表
す
と

地
天

薹
薹
泰
に
な
る
。
こ
の
卦
は
地
盤
堅
固
即
ち
霊
(陽
)

の
マ
ー
ク
三
本
の
上
に
、
高
い
建
物
難

(陰
)
が
載

っ
て
い
る
の
で
見
る
か
ら
に
安
定
し
た
象
に
な
っ
て

い
る
。
だ
が
こ
の
泰
の
字
を
よ
く
見
る
と
脚
部
に
水

の
字
が
あ
る
。
川
水
は
流
れ
て
い
て
こ
そ
新
鮮
な
の

で
あ
る
。
泰
平
･
安
泰
の
状
態
も
そ
の
底
に
常
に
何

も
の
か
が
流
れ
て
い
れ
ば
こ
そ
泰
平
で
あ
り
安
泰
な

の
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
と
は
、
変
化
を
先
取
り
す
る

為
政
者
や
経
営
者
の
心
掛
け
を
い
う
。
今
の
泰
平
に

安
住
し
て
い
る
と
、
泰
の
字
の
足
も
と
の
水
が
徐
々

に
石
垣
を
下
か
ら
崩
し
始
め
、
や
が
て
上
の
建
物
と

共
に
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
油
断
大
敵
の
意
が
泰

の
字
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
泰
の
状
態

を
保
つ
に
は
常
に
小
刻
の
変
化
即
ち
修
正
を
行
う
必

要
が
あ
る
。
言
葉
を
変
れ
ば
泰
は
変
化
を
前
提
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
下
泰
平
と
い
う
が
家

内
は
安
全
と
い
う
。
家
内
泰
平
と
言
わ
な
い
の
は
家

内
は
変
化
を
前
提
と
し
た
ら
困
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
安
泰
に
慣
れ
た
経
営
者

地
天
た
い

が
何
か
お
か
し
い
と
気
付
き
、
占
っ
て
雛
霊
泰
の
卦

はく
が

り
んかく
にく
あ

を
得
た
と
し
よ
う
。白
蛾
流
の
象
意
解
釈
は
麟
角
有
し

る
のかたち

か
り
こうよう
に
いたる
の
い

肉
之
象
。
雁
至
二衡
陽
一之
意
と
あ
る
。
鱗
角
有
し肉

つの

之
象
と
は
、
動
物
の
角
に
ぶ
く
ノ
＼
と
肉
が
つ
い
て

し
ま
っ
て
、
武
器
と
し
て
役
目
が
果
た
せ
な
く
な
っ

た
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
泰
平
の
世
に
う
ま
い
も

の
を
た
ら
ふ
く
食
べ
、
力
仕
事
は
外
国
の
傭
人
に
ま

か
せ
て
し
ま
っ
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
人
々
は
、
飢
え
た

外
敵
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
出
来
ず
亡
び
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
会
社
の
よ
う
な
組
織
体
も
同
様
で
、
鱗

角
に
肉
を
生
ぜ
し
め
な
い
緊
張
が
常
に
必
要
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
占
っ
て
こ
の
卦
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、

事
態
は
衰
運
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
雁
至
二

衡
陽
一之
意
で
あ
る
。
中
国
大
陸
の
冬
、
北
方
か
ら
南

下
し
て
来
た
雁
は
湖
南
省
衡
山

(五
嶽
の
一
つ
)
の

あ
る
あ
た
り
の
緯
度
か
ら
南
へ
は
い
か
な
い
。
衡
山

が
折
返
点
で
あ
る
。
盛
運
は
折
返
点
を
過
ぎ
、
衰
運

に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。




